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はじめに 

 

 

 現在の我が国は、超高齢社会であるとともに人口減少社会でもあり、これからしばらく

の間は、生産年齢人口が減少する一方で高齢者人口（特に75歳以上の後期高齢者人口）が

増加する人口構造が続くと推測されています。このような社会構造の変化のなかで、社会

保険方式により運営する医療・介護保険は、その制度の持続可能性さえ危ぶまれる事態と

なってきました。 

そこで近年、より注目されるようになってきたのが予防的対応です。 

 疾病予防や介護予防において栄養管理が重要であることは論を俟ちません。近年では、

在宅高齢者における栄養管理は、フレイルや低栄養状態に陥らせないために非常に重要な

課題として位置づけられ、平成27年4月の介護保険法改正のもとでの「新しい総合事業」の

メニューの一つとしても大きな期待をかけられているところです。 

公益社団法人日本栄養士会では、このような時代の変化に対応すべく、さまざまな活動

を行っています。その一つとして、地域における身近な栄養支援活動の拠点としての栄養

ケア・ステーションを設置し、平成20年4月から全国展開するとともに、地域で活躍できる

管理栄養士等の人材の育成にも力をいれています。 

そして、平成26年度は厚生労働省の老人保健事業推進費等補助金老人保健健康増進等事

業として、「管理栄養士による在宅高齢者の栄養管理のあり方に関する調査研究事業」を

実施しました。 

本調査研究は、以下の調査を実施し、その結果を踏まえ、管理栄養士による居宅療養管

理指導の方法、地域連携方法などのガイドおよびリーフレットを作成し、さらに全国 4 か

所でその内容の説明をするためのセミナーを実施するという内容で構成しました。 

 

1.管理栄養士による居宅療養管理指導を実施しているかの実態調査 

公益社団法人日本栄養士会会員であり日本在宅栄養管理学会会員（約 800 名）を対象

に、「在宅高齢者への訪問栄養指導への取り組みに関する調査」を実施した。その結果、

在宅訪問栄養食事指導のチームによる支援を実施している割合は、病院・診療所で 61.2％

を示した。連携職種は、他の管理栄養士・栄養士と連携するとの回答が最も多く、他職

種とは 68.5％に留まり、多くはケアマネジャーから依頼されていた。実施していないと

いう回答では、どこから依頼を受けていいかわからない、施設の管理栄養士の人数が足

りないとの回答が多かった。在宅訪問栄養食事指導の拡大には、地域のケアマネジャー

などとの連携が必須であることが示された。 
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2.管理栄養士が在宅高齢者の栄養管理を行う体制の把握 

  公益社団法人日本栄養士会では、日本在宅栄養管理学会と連携し、平成 23 年度から「在

宅訪問管理栄養士認定制度」を実施しているが、この制度による認定試験に合格した在

宅訪問栄養食事指導を実施する管理栄養士が提出した事例レポートを対象とし、提出時

と提出後の実態把握を行った。管理栄養士の所属は、病院が一番多く、社会福祉施設、

老健、診療所の順であった。事例提出者の平均年齢は 43.1 歳であった。体制を把握する

ため、主治医からの在宅訪問栄養食事指導における指示事項を調査したところ、血糖コ

ントロールがもっとも多く、在宅訪問栄養食事指導を実践した対象者の年齢は、糖尿病

で前期高齢者から後期高齢者、低栄養、摂食・嚥下障害は後期高齢者に該当した。 

 

3.上記 1、2 の調査をもとに管理栄養士による在宅訪問栄養食事指導の改善効果を検証し、

病院、診療所、介護老人保健施設や栄養ケア・ステーションなどの地域連携による在宅

高齢者の摂食状況・栄養状況把握方法と栄養食事指導方法についてのヒアリングを実施

し、管理栄養士による在宅高齢者への栄養ケア・マネジメントにもとづく有効な栄養指

導方法について提案すべくガイドを作成した。 

 

4.ガイドの活用および事例、地域連携方法等について、全国 4 か所にてセミナーを開催し

た。事例は様々であるが、管理栄養士による居宅療養管理指導を確実に実施することの

重要性を確認することができた。 

 

 時代や地域住民の要請に応えるために、管理栄養士には何が必要なのか。また、現状の

課題を解決するにはどのような対応が望まれるのか。管理栄養士一人ひとりが解決できる

問題や、公益社団法人日本栄養士会として取り組むべき課題等もあると思います。これら

を整理することで、管理栄養士は、これから確立されていく地域包括ケアシステムの一員

として関係者から認知されるよう努力をしていかなければなりません。 

最後に、本調査研究の実施にあたり多大なるご尽力をいただいた日本在宅栄養管理学会

員の皆様、ご指導いただきました委員の皆様ならびにご協力をいただきました皆様に厚く

感謝いたします。 

 

平成27年3月 

公益社団法人日本栄養士会 常任理事  

栄養ケア・ステーション事業部長  

田中 弥生  
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１．事業名 

管理栄養士による在宅高齢者の栄養管理のあり方に関する調査研究事業 

 

２．目的 

在宅高齢者に対する栄養ケアの重要性が指摘されているにもかかわらず、管理栄養士に

よる居宅療養管理指導での栄養管理が十分に実施されていないのが現状である。この要因

にはいくつか考えられるが、そのひとつに管理栄養士の実施する体制や在宅高齢者の摂食

状況、栄養状況の把握方法が確立していないという点があげられる。そのため、栄養ケア・

マネジメントにもとづく居宅療養管理指導での栄養管理を実践しようとしても十分なケア

プランを示すことができず、在宅高齢者や家族と連携する医師、看護師、ケアマネジャー

等にその有効性が十分に認知されていない。さらに、栄養ケア・マネジメントを実践する

管理栄養士自身の在宅訪問栄養食事指導に関わる管理栄養士の数も確保されていないため、

摂食状況、栄養状況を把握できていない。そのため、効果的な栄養介入のタイミングや介

入が十分ではなく、その有用性についても十分に認識されていない。そこで、栄養ケア・

ステーション、病院、診療所、介護老人保健施設の管理栄養士が地域連携を強化し居宅療

養管理指導でのサービスの方法を確立する必要がある。 

これらの背景を踏まえ、本事業では次のことを明らかにすることを目的とする。 

 

１）管理栄養士による居宅療養管理指導の実施の有無 

 管理栄養士による居宅療養管理指導は公益社団法人日本栄養士会医療事業部の調査に

よれば、介護保険制度が施行されてから、平均 4%～6%しか実施しておらず、かなり低迷

している。すなわち、全国的に在宅高齢者の摂食状況、栄養状況の把握は行なっていて

も栄養食事指導の効果が十分に把握できていないのが実情である。 

そこで、日本在宅栄養管理学会と連携し、すでに実施されている管理栄養士による居

宅療養管理指導の事例の収集とともに、アンケートを実施し、居宅療養管理指導実施内

容および実施できない場合の阻害要因（在宅療養患者の摂食状況、栄養状況が把握でき

ない要因）を明らかにする。 

 具体的には、①日本在宅栄養管理学会と連携し、管理栄養士による居宅療養管理指導

事例を収集すること、②公益社団法人日本栄養士会の会員であり日本在宅栄養管理学会

が関わる管理栄養士が勤務する医療機関、栄養ケア・ステーション、介護老人保健施設

に対し調査を行う。これにより、具体的には、各機関の在宅高齢者の摂食状況、栄養状

態の把握状況を確認するとともに、管理栄養士による在宅訪問栄養食事指導の実施の有

無、実施の場合はその実施方法および効果と課題、実施していない場合は実施に向けた

阻害要因について明らかにする。 

２）管理栄養士による在宅高齢者への栄養管理を行う体制を明らかにする。 

 管理栄養士による在宅高齢者の栄養食事指導の有効性を唱える先行研究は多いものの、

－3－
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バイタルデータの好転、食生活の適正化、QOL、ADL の向上といった具体的な変化を測定

し、検証したものは少ない。また、介入方法についても、診療所や病院内の在宅医療チ

ームとして訪問する場合や、栄養ケア・ステーションを介して診療所等と契約をしたり、

その他の施設等から訪問する場合が考えられる。これらの在宅高齢者の摂食状況、栄養

状態の把握方法について必ずしも統一的ではなく、実施機関あるいは管理栄養士のスキ

ルにより差があるため、栄養ケア・マネジメントにもとづく栄養介入の質にバラつきが

ある。そこで本事業では管理栄養士による在宅高齢者への栄養食事指導の有効性を検証

すべく調査を実施する。また、有効な栄養食事指導をする際に把握すべき、在宅高齢者

の摂食状況、栄養状態のポイントについても示す。 

３）在宅高齢者の摂食状況・栄養状況把握方法と栄養食事指導方法と地域連携方法の提案

（ガイドライン作成） 

調査をもとに管理栄養士による在宅訪問栄養食事指導の改善効果を検証し、管理栄養

士による在宅高齢者への栄養ケア・マネジメントにもとづく有効な栄養指導方法につい

て提案すべく、また、栄養ケア・ステーション、病院、診療所、介護老人保健施設など

の管理栄養士による居宅療養管理指導の普及を目指して、次のフレームでガイドライン

を作成する。 

①在宅高齢者の栄養ケア・マネジメントの基本 

②在宅高齢者の摂食状況、栄養状態の把握方法 

③②にもとづく、在宅高齢者への有効な栄養食事指導の方法 

④在宅高齢者の在宅訪問栄養食事指導の実際：事例集 

４）ガイドの活用および事例、地域連携方法等について、全国 4 か所にてセミナーを開催

した。事例は様々であるが、管理栄養士による居宅療養管理指導を確実に実施すること

の重要性を確認することができた。 

 

３．事業の効果および活用方法 

１）管理栄養士による居宅療養管理指導の実施の有無と栄養管理体制を把握し、在宅高齢

者の摂食状況、栄養状態の把握方法の確立 

２）管理栄養士による在宅高齢者への栄養ケア・マネジメントにもとづく有効な栄養指導

方法の提案: 本事業を通じて、管理栄養士による在宅高齢者への有効な栄養管理のサー

ビス提供方法が明らかになる。その結果を踏まえて、効果的な方法について考察し、臨

床での実践方法について提案する。加えて、本調査を通じて、在宅高齢者の摂食状況、

栄養状態の把握方法に関する有効な栄養指導方法を提案。病院・診療所・介護老人保健

施設および栄養ケア・ステーション等の管理栄養士の育成に寄与することができると考

えられる。 

３）継続的な普及:１）、２）にもとづいて、ガイドラインを作成する。そのガイドライン

を活用したセミナーを開催し、ガイドラインや地域連携方法等日本栄養士会や日本在宅

栄養管理学会等のネットワークを通じて普及啓発を行う。 

－4－
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４．事業実施体制 

 本事業において、下記の委員会を設置した。 

 

検討委員会（50音順） 

遠藤 慶子（社会福祉士・介護支援専門員） 東京医科歯科大学大学院 講師 

小野沢 滋（医 師） 北里大学病院トータルサポートセンター センター長 

工藤 美香（管理栄養士） 南大和病院栄養部 部長 

迫  和子（管理栄養士） 公益社団法人日本栄養士会 専務理事 

○田中 弥生（管理栄養士） 駒沢女子大学 教授、公益社団法人日本栄養士会 常任理事 

西村 一弘（管理栄養士） 緑風荘病院栄養科 主任、公益社団法人日本栄養士会 理事、 

公益社団法人東京都栄養士会 会長 

原  礼子（保健師） 慶應義塾大学 教授 

平野 浩彦（歯科医師） 東京都健康長寿医療センター研究所 専門副部長 

前田佳予子（管理栄養士） 武庫川女子大学 教授、日本在宅栄養管理学会 理事長 

松崎 政三（管理栄養士） 関東学院大学 教授、日本在宅栄養管理学会 顧問 

 本川 佳子（管理栄養士）駒沢女子大学健康栄養学科 研究補助員 

 

ガイドライン委員会（50音順） 

市原 幸文（管理栄養士） 鎌倉女子大学 教授 

○井上 啓子（管理栄養士） 至学館大学 教授 

齋藤 郁子（管理栄養士） サンシャイン栄養コンサルタント 代表 

髙﨑 美幸（管理栄養士） 鶴巻温泉病院栄養サポート室 室長 

武部久美子（管理栄養士） 藤女子大学 教授 

冨岡加代子（管理栄養士） 奈良女子大学 特任教授 

中村 育子（管理栄養士） 福岡クリニック在宅部栄養課 課長、日本在宅栄養管理学会  

 副理事長 

細山田洋子（管理栄養士） 淑徳大学 講師 

水島 美保（管理栄養士） 山口内科 

渡邉 和子（管理栄養士） くらしき作陽大学 准教授 

 

事例検討ワーキンググループ（50音順） 

清水 陽平（管理栄養士） 海老名メディカルプラザ栄養科 主任 

宮司 智子（管理栄養士） 南大和病院栄養部 主任 

米山久美子（管理栄養士） 地域栄養サポート自由が丘 

 

※○印は委員長 

－5－
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管理栄養士による在宅高齢者に対する在宅訪問栄養食事指導実施状況に関する

実態調査 

 

駒沢女子大学健康栄養学科 本川 佳子 

１．目的 

 管理栄養士による居宅療養管理指導は公益社団法人日本栄養士会医療事業部の調査によ

れば、介護保険が施行されてから、平均 4%～6%しか実施しておらず、かなり低迷している。

そこで、日本在宅栄養管理学会と連携し、アンケートを実施し、居宅療養管理指導実施内

容および実施できない場合の阻害要因（在宅療養患者の摂食状況、栄養状況が把握できな

い要因）を明らかにすることを目的とした。 

 

２．方法 

（１）対象者 

 2014 年 7 月時点で公益社団法人日本栄養士会および日本在宅栄養管理学会に所属する会

員 804 名に郵送でアンケートを送付した。 

（２）調査項目 

 在宅訪問栄養食事指導実施状況について調査し、実施している場合には、①施設で実施

している月ごとの訪問数、②在宅訪問栄養食事指導実施の際の連携職種・連携機関、③在

宅訪問栄養食事指導の依頼ルートについて答えてもらい、実施していない場合には、①実

施に至っていない理由、②今後在宅訪問栄養食事指導が必要であると感じるかについて答

えてもらった。 

（３）集計方法 

 得られた結果は、①全体の集計、②施設ごとの集計を行った。②施設ごとの集計は病院・

診療所、特別養護老人ホーム、薬局、フリーランス、介護老人保健施設、養護老人ホーム

について集計し、大学、高校、行政、所属なしについては集計から除外した。 

 

３．結果 

 公益社団法人日本栄養士会および日本在宅栄養管理学会に所属する会員 804 名に郵送で

アンケートを送付し、435 件の返信があった（54.1％）。そのうち、現在所属がなくアンケ

ートに回答できないまたは白紙であった16件を除外し、419件を解析対象とした（52.1％）。 
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（１）全体の集計結果 

 

1）低栄養等の栄養状態にサポートが必要な高齢者に対して在宅訪問栄養食事指導を行っていま

すか 

No. カテゴリー名 ｎ % 

1 実施している 111 26.5

2 実施していない 307 73.3

  無回答 1 0.2

 

（在宅訪問栄養食事指導を実施していると回答した者のみ） 

2）在宅訪問栄養食事指導のサポート体制・サポートの仕組みの有無...(ＭＡ) 

No. カテゴリー名 ｎ % 

1 チームによる支援 42 37.8

2 職種ごとの個別の支援 66 59.5

  無回答 5 4.5

  非該当 308   

 

3）在宅訪問栄養食事指導件数 

合計 1193 

平均 11 

 

4）在宅サポートに関係する職種...(ＭＡ)   

No. カテゴリー名 ｎ % 

1 医師 76 68.5

2 歯科医師 18 16.2

3 保健師 5 4.5

4 看護師・准看護師 75 67.6

5 管理栄養士・栄養士 104 93.7

6 薬剤師 32 28.8

7 臨床検査技師 4 3.6

8 歯科衛生士 15 13.5

9 理学療法士 46 41.4

10 作業療法士 22 19.8

11 言語聴覚士 33 29.7

12 社会福祉士・ソーシャルワーカー 35 31.5

13 精神保健衛生士 2 1.8

14 ホームヘルパー 32 28.8

15 医療事務 24 21.6

16 介護福祉士 21 18.9

17 臨床心理士 1 0.9

18 その他 20 18.0

  無回答 1 0.9

  非該当 308   
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5）在宅訪問栄養食事指導対象者の依頼ルート...(ＭＡ)  

No. カテゴリー名 ｎ % 

1 自施設からの退院時にそのまま在宅訪問栄養食事指導へと移行 42 37.8 

2 他の病院・診療所からの依頼 44 39.6 

3 地域包括支援センターからの依頼 25 22.5 

4 訪問看護ステーションからの依頼 49 44.1 

5 ケアマネジャーからの依頼 72 64.9 

6 その他 33 29.7 

  無回答 0 0.0 

  非該当 308   

 

6）在宅訪問栄養食事指導の連携機関...(ＭＡ)  

No. カテゴリー名 ｎ % 

1 市町村 12 10.8

2 保健所・保健センター 2 1.8

3 医療機関 79 71.2

4 訪問看護ステーション 72 64.9

5 地域包括支援センター 37 33.3

6 居宅介護支援事業所 84 75.7

7 その他 18 16.2

  無回答 1 0.9

  非該当 308   

 

7）在宅訪問栄養食事指導の利用者情報...(ＭＡ) 

No. カテゴリー名 ｎ % 

1 市町村 9 8.1

2 保健所・保健センター 1 0.9

3 医療機関 82 73.9

4 訪問看護ステーション 66 59.5

5 地域包括支援センター 34 30.6

6 居宅介護支援事業所 83 74.8

7 その他 18 16.2

  無回答 1   

  非該当 308   
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（在宅訪問栄養食事指導を実施していないと回答した者のみ） 

8）在宅訪問栄養食事指導の実施に至っていない理由...(ＭＡ) 

No. カテゴリー名 ｎ % 

1 どこから依頼を受けていいかわからない 83 27.0 

2 在宅訪問栄養食事指導となる対象者がいない 47 15.3 

3 対象者ご本人、ご家族が好まない 13 4.2 

4 他職種の対応で十分である 16 5.2 

5 在宅訪問栄養食事指導が必要となる基準がわからない 34 11.1 

6 管理栄養士のスキルが不足しているように感じる 46 15.0 

7 その他 177 57.7 

  無回答 2   

  非該当 112   

 

9）今後、在宅訪問栄養食事指導の必要性...(ＭＡ) 

No. カテゴリー名 ｎ % 

1 必要であると感じる 89 29.0 

2 必要性は感じるが施設の状況により困難である 170 55.4 

3 現在実施していないが実施に向けて検討中である 32 10.4 

4 施設内の連携のみで十分であると感じている 9 2.9 

5 その他 26 8.5 

  無回答 5   

  非該当 112   

 

10）困難である理由...(ＭＡ) 

No. カテゴリー名 ｎ % 

1 施設の管理栄養士の人数が足りない 93 54.7 

2 管理栄養士のスキルの不足 41 24.1 

3 施設内の理解を得にくい 69 40.6 

4 在宅訪問栄養食事指導を実施しても採算がとれない 65 38.2 

5 その他 33 19.4 

  無回答 2   

  非該当 249   
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全体の集計結果より、1）在宅訪問栄養食事指導を実施していると回答した者の割合は

26.5％であった。 

 しかし、在宅訪問栄養食事指導を実施していると答えた者のうち、2）他職種連携を実施

していると回答した割合は 37.8％であり、60％以上の者が管理栄養士・栄養士による個別

の支援であると回答した。また、この結果と同様に 4）在宅訪問栄養食事指導に関係する職

種も管理栄養士・栄養士と答える割合が最も高かった。 

 在宅訪問栄養食事指導の 5）依頼ルート、6）連携機関、7）利用者情報をどこから得るか

という回答は、ケアマネジャーからの依頼が 64.9％、居宅介護支援事業所と連携および利

用者情報を得るがそれぞれ 75.7％、74.8％で最も高い割合を示した。 

 以上、在宅訪問栄養食事指導を実施しているとの回答結果より、在宅訪問栄養食事指導

はまだ個別の支援が多い状況であるが、ケアマネジャー、居宅介護支援事業所からのニー

ズが高いことが示された。 

 次に、在宅訪問栄養食事指導を実施していないと回答した者では、8）実施に至っていな

い理由として、その他が 57.7％と最も高く、その内容は人員不足が最も多かった。また、

どこから依頼を受けていいかわからないという回答が次いで 27.0％の割合を示した。9）必

要性は感じるかという質問では、必要性は感じているが、施設の状況により困難であると

いう回答が 55.4％であり、その内容は 10）施設の管理栄養士の人数が足りないが 54.7％で

最も高い割合を示した。 

 以上、在宅訪問栄養食事指導を実施していないとの回答結果より、地域在住高齢者に対

する在宅訪問栄養食事指導の必要性は高い割合で認知されているが、現在抱えている仕事

に追加して在宅へ行くことは難しいと考えている管理栄養士・栄養士が多いことが示され

た。 
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（２）施設ごとの集計結果 

 
＜病院・診療所＞ 

1）低栄養等の栄養状態にサポートが必要な高齢者に対して在宅訪問栄養食事指導を行っていま

すか 

No. カテゴリー名 ｎ % 

1 実施している 67 38.7

2 実施していない 106 61.3

  無回答 0   

 

（病院・診療所：実施していると回答した者のみ） 

2）在宅訪問栄養食事指導のサポート体制・サポートの仕組みの有無...(ＭＡ) 

No. カテゴリー名 ｎ % 

1 チームによる支援 41 61.2

2 職種ごとの個別の支援 25 37.3

  無回答 1 1.5

  非該当 106   

 

3）在宅訪問栄養食事指導件数 

合計 794 

平均 12 

 

4）在宅サポートに関係する職種...(ＭＡ)   

No. カテゴリー名 ｎ % 

1 医師 56 83.6

2 歯科医師 14 20.9

3 保健師 2 3.0

4 看護師・准看護師 55 82.1

5 管理栄養士・栄養士 64 95.5

6 薬剤師 20 29.9

7 臨床検査技師 4 6.0

8 歯科衛生士 13 19.4

9 理学療法士 37 55.2

10 作業療法士 18 26.9

11 言語聴覚士 26 38.8

12 社会福祉士・ソーシャルワーカー 25 37.3

13 精神保健衛生士 1 1.5

14 ホームヘルパー 23 34.3

15 医療事務 20 29.9

16 介護福祉士 15 22.3

17 臨床心理士 1 1.5

18 その他 12 17.9

  無回答 0   

  非該当 106   
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5）在宅訪問栄養食事指導対象者の依頼ルート...(ＭＡ)  

No. カテゴリー名 ｎ % 

1 自施設からの退院時にそのまま在宅訪問栄養食事指導へと移行 35 52.4 

2 他の病院・診療所からの依頼 22 32.8 

3 地域包括支援センターからの依頼 12 17.9 

4 訪問看護ステーションからの依頼 32 47.8 

5 ケアマネジャーからの依頼 43 64.2 

6 その他 22 32.8 

  無回答 0   

  非該当 106   

 

6）在宅訪問栄養食事指導の連携機関...(ＭＡ)  

No. カテゴリー名 ｎ % 

1 市町村 6 9.0

2 保健所・保健センター 0 0.0

3 医療機関 44 76.1

4 訪問看護ステーション 45 64.2

5 地域包括支援センター 19 26.9

6 居宅介護支援事業所 50 74.6

7 その他 9 16.4

  無回答 0   

  非該当 106   

 

7）在宅訪問栄養食事指導の利用者情報...(ＭＡ) 

No. カテゴリー名 ｎ % 

1 市町村 6 9.0

2 保健所・保健センター 0 0.0

3 医療機関 51 76.1

4 訪問看護ステーション 43 64.2

5 地域包括支援センター 18 26.9

6 居宅介護支援事業所 50 74.6

7 その他 11 16.4

  無回答 0   

  非該当 106   
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（病院・診療所：実施していないと回答した者のみ） 

8）在宅訪問栄養食事指導の実施に至っていない理由...(ＭＡ) 

No. カテゴリー名 ｎ % 

1 どこから依頼を受けていいかわからない 24 22.6 

2 在宅訪問栄養食事指導となる対象者がいない 21 19.8 

3 対象者ご本人、ご家族が好まない 6 5.7 

4 他職種の対応で十分である 8 7.6 

5 在宅訪問栄養食事指導が必要となる基準がわからない 13 12.3 

6 管理栄養士のスキルが不足しているように感じる 20 18.9 

7 その他 53 50.0 

  無回答 0   

  非該当 67   

 

9）今後、在宅訪問栄養食事指導の必要性...(ＭＡ) 

No. カテゴリー名 ｎ % 

1 必要であると感じる 25 23.6 

2 必要性は感じるが施設の状況により困難である 60 56.6 

3 現在実施していないが実施に向けて検討中である 18 17.0 

4 施設内の連携のみで十分であると感じている 1 0.9 

5 その他 5 4.7 

  無回答 0   

  非該当 67   

 

10）困難である理由...(ＭＡ) 

No. カテゴリー名 ｎ % 

1 施設の管理栄養士の人数が足りない 36 34.0

2 管理栄養士のスキルの不足 15 14.2

3 施設内の理解を得にくい 20 18.9

4 在宅訪問栄養食事指導を実施しても採算がとれない 20 18.9

5 その他 8 7.6

  無回答 0   

  非該当 7   

 
＜特別養護老人ホーム＞ 

1）低栄養等の栄養状態にサポートが必要な高齢者に対して在宅訪問栄養食事指導を行っていま

すか 

No. カテゴリー名 ｎ % 

1 実施している 0 0.0

2 実施していない 50 100.0

  無回答 0 0.0
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（特養：実施していないと回答した者のみ） 

8）在宅訪問栄養食事指導の実施に至っていない理由...(ＭＡ) 

No. カテゴリー名 ｎ % 

1 どこから依頼を受けていいかわからない 17 34.0 

2 在宅訪問栄養食事指導となる対象者がいない 5 10.0 

3 対象者ご本人、ご家族が好まない 1 2.0 

4 他職種の対応で十分である 4 8.0 

5 在宅訪問栄養食事指導が必要となる基準がわからない 5 10.0 

6 管理栄養士のスキルが不足しているように感じる 9 18.0 

7 その他 33 66.0 

  無回答 0 0.0 

  非該当 0   

 

9）今後、在宅訪問栄養食事指導の必要性...(ＭＡ) 

No. カテゴリー名 ｎ % 

1 必要であると感じる 18 36.0 

2 必要性は感じるが施設の状況により困難である 29 58.0 

3 現在実施していないが実施に向けて検討中である 2 4.0 

4 施設内の連携のみで十分であると感じている 3 6.0 

5 その他 3 6.0 

  無回答 0   

  非該当 0   

 

10）困難である理由...(ＭＡ) 

No. カテゴリー名 ｎ % 

1 施設の管理栄養士の人数が足りない 19 38.0 

2 管理栄養士のスキルの不足 9 18.0 

3 施設内の理解を得にくい 16 32.0 

4 在宅訪問栄養食事指導を実施しても採算がとれない 17 34.0 

5 その他 4 8.0 

  無回答 0   

  非該当 21   

 
＜フリーランス＞ 

1）低栄養等の栄養状態にサポートが必要な高齢者に対して在宅訪問栄養食事指導を行っていま

すか 

No. カテゴリー名 ｎ % 

1 実施している 10 50.0

2 実施していない 9 45.0

  無回答 1 5.0
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（フリーランス：実施していると回答した者のみ） 

2）在宅訪問栄養食事指導のサポート体制・サポートの仕組みの有無...(ＭＡ) 

No. カテゴリー名 ｎ % 

1 チームによる支援 5 55.6

2 職種ごとの個別の支援 2 22.2

  無回答 3   

  非該当 10   

 

3）在宅訪問栄養食事指導件数 

合計 60 

平均 6 

 

4）在宅サポートに関係する職種...(ＭＡ) 

No. カテゴリー名 ｎ % 

1 医師 3 33.3

2 歯科医師 2 22.1

3 保健師 1 11.1

4 看護師・准看護師 3 33.3

5 管理栄養士・栄養士 8 88.9

6 薬剤師 1 11.1

7 臨床検査技師 0 0.0

8 歯科衛生士 2 22.2

9 理学療法士 2 22.2

10 作業療法士 0 0.0

11 言語聴覚士 2 22.2

12 社会福祉士・ソーシャルワーカー 1 11.1

13 精神保健衛生士 0 0.0

14 ホームヘルパー 2 22.2

15 医療事務 0 0.0

16 介護福祉士 2 22.2

17 臨床心理士 0 0.0

18 その他 1 11.1

  無回答 1   

  非該当 9   

 

5）在宅訪問栄養食事指導対象者の依頼ルート...(ＭＡ)  

No. カテゴリー名 ｎ % 

1 自施設からの退院時にそのまま在宅訪問栄養食事指導へと移行 1 11.1 

2 他の病院・診療所からの依頼 6 66.7 

3 地域包括支援センターからの依頼 4 44.4 

4 訪問看護ステーションからの依頼 4 44.4 

5 ケアマネジャーからの依頼 6 66.7 

6 その他 2 22.2 

  無回答 0 0.0 

  非該当 9   
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6）在宅訪問栄養食事指導の連携機関...(ＭＡ)  

No. カテゴリー名 ｎ % 

1 市町村 1 11.1

2 保健所・保健センター 6 66.7

3 医療機関 4 44.4

4 訪問看護ステーション 4 44.4

5 地域包括支援センター 6 66.7

6 居宅介護支援事業所 2 22.2

7 その他 0 0.0

  無回答 0   

  非該当 9   

 

7）在宅訪問栄養食事指導の利用者情報...(ＭＡ) 

No. カテゴリー名 ｎ % 

1 市町村 1 11.1

2 保健所・保健センター 0 0.0

3 医療機関 7 77.8

4 訪問看護ステーション 6 66.7

5 地域包括支援センター 4 44.4

6 居宅介護支援事業所 8 88.9

7 その他 2 22.2

  無回答 0   

  非該当 9   

 

（フリーランス：実施していないと回答した者のみ） 

8）在宅訪問栄養食事指導の実施に至っていない理由...(ＭＡ) 

No. カテゴリー名 ｎ % 

1 どこから依頼を受けていいかわからない 5 50.0 

2 在宅訪問栄養食事指導となる対象者がいない 1 10.0 

3 対象者ご本人、ご家族が好まない 0 0.0 

4 他職種の対応で十分である 0 0.0 

5 在宅訪問栄養食事指導が必要となる基準がわからない 0 0.0 

6 管理栄養士のスキルが不足しているように感じる 3 30.0 

7 その他 5 50.0 

  無回答 1   

  非該当 10   
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9）今後、在宅訪問栄養食事指導の必要性...(ＭＡ) 

No. カテゴリー名 ｎ % 

1 必要であると感じる 4 40.0

2 必要性は感じるが施設の状況により困難である 4 40.0

3 現在実施していないが実施に向けて検討中である 0 0.0

4 施設内の連携のみで十分であると感じている 0 0.0

5 その他 1 10.0

  無回答 1   

  非該当 10   

 

10）困難である理由...(ＭＡ) 

No. カテゴリー名 ｎ % 

1 施設の管理栄養士の人数が足りない 0 0.0

2 管理栄養士のスキルの不足 2 20.0

3 施設内の理解を得にくい 0 0.0

4 在宅訪問栄養食事指導を実施しても採算がとれない 1 10.0

5 その他 2 20.0

  無回答 4   

  非該当 6   

 
 
＜訪問看護ステーション＞ 

1）低栄養等の栄養状態にサポートが必要な高齢者に対して在宅訪問栄養食事指導を行っていま

すか 

No. カテゴリー名 ｎ % 

1 実施している 0 0.0

2 実施していない 1 100.0

  無回答 0 0.0

 

（訪看：実施していると回答した者のみ） 

8）在宅訪問栄養食事指導の実施に至っていない理由...(ＭＡ) 

No. カテゴリー名 ｎ % 

1 どこから依頼を受けていいかわからない 1 100.0 

2 在宅訪問栄養食事指導となる対象者がいない 0 0.0 

3 対象者ご本人、ご家族が好まない 0 0.0 

4 他職種の対応で十分である 0 0.0 

5 在宅訪問栄養食事指導が必要となる基準がわからない 0 0.0 

6 管理栄養士のスキルが不足しているように感じる 0 0.0 

7 その他 0 0.0 

  無回答 0   

  非該当 0   
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9）今後、在宅訪問栄養食事指導の必要性...(ＭＡ) 

No. カテゴリー名 ｎ % 

1 必要であると感じる 1 100.0

2 必要性は感じるが施設の状況により困難である 0 0.0

3 現在実施していないが実施に向けて検討中である 0 0.0

4 施設内の連携のみで十分であると感じている 0 0.0

5 その他 0 0.0

  無回答 0   

  非該当 0   

 

10）困難である理由...(ＭＡ) 

No. カテゴリー名 ｎ % 

1 施設の管理栄養士の人数が足りない 0 0.0 

2 管理栄養士のスキルの不足 0 0.0 

3 施設内の理解を得にくい 0 0.0 

4 在宅訪問栄養食事指導を実施しても採算がとれない 0 0.0 

5 その他 0 0.0 

  無回答 1 100.0 

  非該当     

 

＜薬局＞ 

1）低栄養等の栄養状態にサポートが必要な高齢者に対して在宅訪問栄養食事指導を行っていま

すか 

No. カテゴリー名 ｎ % 

1 実施している 2 28.6

2 実施していない 5 71.4

  無回答 0 0.0

 

（薬局：実施していると回答した者のみ） 

2）在宅訪問栄養食事指導のサポート体制・サポートの仕組みの有無...(ＭＡ) 

No. カテゴリー名 ｎ % 

1 チームによる支援 1 50.0

2 職種ごとの個別の支援 1 50.0

  無回答 0   

  非該当 5   

 

3）在宅訪問栄養食事指導件数 

合計 6 

平均 6 

※無回答 1件 
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4）在宅サポートに関係する職種...(ＭＡ) 
 

 
5）在宅訪問栄養食事指導対象者の依頼ルート...(ＭＡ)  

No. カテゴリー名 ｎ % 

1 自施設からの退院時にそのまま在宅訪問栄養食事指導へと移行 0 0.0 

2 他の病院・診療所からの依頼 2 100.0 

3 地域包括支援センターからの依頼 1 50.0 

4 訪問看護ステーションからの依頼 2 100.0 

5 ケアマネジャーからの依頼 2 100.0 

6 その他 1 50.0 

  無回答 0   

  非該当 5   

 
6）在宅訪問栄養食事指導の連携機関...(ＭＡ)  

No. カテゴリー名 ｎ % 

1 市町村 1 50.0

2 保健所・保健センター 0 0.0

3 医療機関 2 100.0

4 訪問看護ステーション 2 100.0

5 地域包括支援センター 1 50.0

6 居宅介護支援事業所 2 100.0

7 その他 1 50.0

  無回答 0 0.0

  非該当 5   

No. カテゴリー名 ｎ % 

1 医師 0 0.0

2 歯科医師 0 0.0

3 保健師 0 0.0

4 看護師・准看護師 0 0.0

5 管理栄養士・栄養士 2 100.0

6 薬剤師 2 100.0

7 臨床検査技師 0 0.0

8 歯科衛生士 0 0.0

9 理学療法士 0 0.0

10 作業療法士 0 0.0

11 言語聴覚士 0 0.0

12 社会福祉士・ソーシャルワーカー 0 0.0

13 精神保健衛生士 0 0.0

14 ホームヘルパー 0 0.0

15 医療事務 0 0.0

16 介護福祉士 0 0.0

17 臨床心理士 0 0.0

18 その他 1 50.0

  無回答 0   

  非該当 5   
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7）在宅訪問栄養食事指導の利用者情報...(ＭＡ) 

No. カテゴリー名 ｎ % 

1 市町村 1 50.0

2 保健所・保健センター 0 0.0

3 医療機関 2 100.0

4 訪問看護ステーション 2 100.0

5 地域包括支援センター 1 50.0

6 居宅介護支援事業所 2 100.0

7 その他 1 50.0

  無回答 0 0.0

  非該当 5   

 

（薬局：実施してないと回答した者のみ） 

8）在宅訪問栄養食事指導の実施に至っていない理由...(ＭＡ) 

No. カテゴリー名 ｎ % 

1 どこから依頼を受けていいかわからない 0 0.0 

2 在宅訪問栄養食事指導となる対象者がいない 0 0.0 

3 対象者ご本人、ご家族が好まない 0 0.0 

4 他職種の対応で十分である 0 0.0 

5 在宅訪問栄養食事指導が必要となる基準がわからない 0 0.0 

6 管理栄養士のスキルが不足しているように感じる 1 20.0 

7 その他 4 80.0 

  無回答 0   

  非該当 2   

 

9）今後、在宅訪問栄養食事指導の必要性...(ＭＡ) 

No. カテゴリー名 ｎ % 

1 必要であると感じる 1 20.0

2 必要性は感じるが施設の状況により困難である 3 60.0

3 現在実施していないが実施に向けて検討中である 1 20.0

4 施設内の連携のみで十分であると感じている 0 0.0

5 その他 0 0.0

  無回答 1   

  非該当 2   

 

10）困難である理由...(ＭＡ) 

No. カテゴリー名 ｎ % 

1 施設の管理栄養士の人数が足りない 0 0.0

2 管理栄養士のスキルの不足 0 0.0

3 施設内の理解を得にくい 1 20.0

4 在宅訪問栄養食事指導を実施しても採算がとれない 0 0.0

5 その他 2 40.0

  無回答 2   

  非該当 2   
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＜介護老人保健施設＞ 

1）低栄養等の栄養状態にサポートが必要な高齢者に対して在宅訪問栄養食事指導を行っていま

すか 

No. カテゴリー名 ｎ % 

1 実施している 1 2.0

2 実施していない 49 98.0

  無回答 0 0.0

 

（老健：実施していると回答した者のみ） 

2）在宅訪問栄養食事指導のサポート体制・サポートの仕組みの有無...(ＭＡ) 

No. カテゴリー名 ｎ % 

1 チームによる支援 0 0.0

2 職種ごとの個別の支援 1 100.0

  無回答 0   

  非該当 49   

 

3）在宅訪問栄養食事指導件数 

合計 1 

平均 1 

 

4）在宅サポートに関係する職種...(ＭＡ) 

 

 

  

No. カテゴリー名 ｎ % 

1 医師 1 100.0

2 歯科医師 0 0.0

3 保健師 0 0.0

4 看護師・准看護師 1 100.0

5 管理栄養士・栄養士 0 0.0

6 薬剤師 0 0.0

7 臨床検査技師 0 0.0

8 歯科衛生士 0 0.0

9 理学療法士 1 100.0

10 作業療法士 0 0.0

11 言語聴覚士 1 100.0

12 社会福祉士・ソーシャルワーカー 1 100.0

13 精神保健衛生士 0 0.0

14 ホームヘルパー 0 0.0

15 医療事務 0 0.0

16 介護福祉士 1 100.0

17 臨床心理士 0 0.0

18 その他 1 100.0

  無回答 0   

  非該当 49   
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5）在宅訪問栄養食事指導対象者の依頼ルート...(ＭＡ)  

No. カテゴリー名 ｎ % 

1 自施設からの退院時にそのまま在宅訪問栄養食事指導へと移行 1 100.0 

2 他の病院・診療所からの依頼 0 0.0 

3 地域包括支援センターからの依頼 1 100.0 

4 訪問看護ステーションからの依頼 0 0.0 

5 ケアマネジャーからの依頼 1 100.0 

6 その他 0 0.0 

  無回答 0 0.0 

  非該当 49   

 

6）在宅訪問栄養食事指導の連携機関...(ＭＡ)  

No. カテゴリー名 ｎ % 

1 市町村 0 0.0

2 保健所・保健センター 0 0.0

3 医療機関 1 100.0

4 訪問看護ステーション 1 100.0

5 地域包括支援センター 1 100.0

6 居宅介護支援事業所 1 100.0

7 その他 0 0.0

  無回答 0 0.0

  非該当 49   

 

7）在宅訪問栄養食事指導の利用者情報...(ＭＡ) 

No. カテゴリー名 ｎ % 

1 市町村 0 0.0

2 保健所・保健センター 0 0.0

3 医療機関 0 0.0

4 訪問看護ステーション 1 100.0

5 地域包括支援センター 1 100.0

6 居宅介護支援事業所 1 100.0

7 その他 0 0.0

  無回答 0 0.0

  非該当 49   
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（老健：実施していないと回答した者のみ） 

8）在宅訪問栄養食事指導の実施に至っていない理由...(ＭＡ) 

No. カテゴリー名 ｎ % 

1 どこから依頼を受けていいかわからない 13 27.1 

2 在宅訪問栄養食事指導となる対象者がいない 9 18.8 

3 対象者ご本人、ご家族が好まない 5 10.4 

4 他職種の対応で十分である 1 2.1 

5 在宅訪問栄養食事指導が必要となる基準がわからない 6 12.5 

6 管理栄養士のスキルが不足しているように感じる 3 6.3 

7 その他 27 56.3 

  無回答 0   

  非該当 1   

 

9）今後、在宅訪問栄養食事指導の必要性...(ＭＡ) 

No. カテゴリー名 ｎ % 

1 必要であると感じる 7 14.6

2 必要性は感じるが施設の状況により困難である 34 70.8

3 現在実施していないが実施に向けて検討中である 5 10.4

4 施設内の連携のみで十分であると感じている 2 4.2

5 その他 5 10.4

  無回答 0   

  非該当 1   

 

10）困難である理由...(ＭＡ) 

No. カテゴリー名 ｎ % 

1 施設の管理栄養士の人数が足りない 17 35.4 

2 管理栄養士のスキルの不足 4 8.3 

3 施設内の理解を得にくい 15 31.3 

4 在宅訪問栄養食事指導を実施しても採算がとれない 10 20.8 

5 その他 8 16.7 

  無回答 1   

  非該当 15   

 
＜養護老人ホーム＞ 

1）低栄養等の栄養状態にサポートが必要な高齢者に対して在宅訪問栄養食事指導を行っていま

すか 

No. カテゴリー名 ｎ % 

1 実施している 0 0.0

2 実施していない 2 100.0

  無回答 0   
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8）在宅訪問栄養食事指導の実施に至っていない理由...(ＭＡ) 

No. カテゴリー名 ｎ % 

1 どこから依頼を受けていいかわからない 1 50.0 

2 在宅訪問栄養食事指導となる対象者がいない 0 0.0 

3 対象者ご本人、ご家族が好まない 0 0.0 

4 他職種の対応で十分である 0 0.0 

5 在宅訪問栄養食事指導が必要となる基準がわからない 0 0.0 

6 管理栄養士のスキルが不足しているように感じる 1 50.0 

7 その他 1 50.0 

  無回答 0   

  非該当 0   

 

9）今後、在宅訪問栄養食事指導の必要性...(ＭＡ) 

No. カテゴリー名 ｎ % 

1 必要であると感じる 1 50.0

2 必要性は感じるが施設の状況により困難である 0 0.0

3 現在実施していないが実施に向けて検討中である 0 0.0

4 施設内の連携のみで十分であると感じている 1 50.0

5 その他 0 0.0

  無回答 0   

  非該当 0   

 

10）困難である理由...(ＭＡ) 

No. カテゴリー名 ｎ % 

1 施設の管理栄養士の人数が足りない 0 0.0

2 管理栄養士のスキルの不足 0 0.0

3 施設内の理解を得にくい 0 0.0

4 在宅訪問栄養食事指導を実施しても採算がとれない 0 0.0

5 その他 0 0.0

  無回答 0   

  非該当 0   
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 施設ごとの集計結果より、病院・診療所、特別養護老人ホーム、フリーランスでの活動、

訪問看護ステーション、薬局、介護老人保健施設、養護老人ホームに所属する管理栄養士・

栄養士による 1）在宅訪問栄養食事指導実施率は、それぞれ 38.7％、0％、50.0％、0％、

28.6％、2％、0％であった。また、実施している病院・診療所、フリーランス、薬局、介

護老人保健施設の施設ごとの 3）訪問件数（件／月）は、それぞれ平均 12 件、6 件、6 件、

1件であり、病院・診療所に所属する管理栄養士・栄養士による件数が最も多かった。 

 薬局、介護老人保健施設では在宅訪問栄養食事指導実施数が、それぞれ 2件、1件と少な

いが、病院・診療所、フリーランスで活動する管理栄養士・栄養士ほど他職種と連携して

在宅訪問栄養食事指導を実施している割合が高い可能性が示された。 

4）連携職種については、病院・診療所、フリーランス、薬局、介護老人保健施設すべて

で管理栄養士・栄養士との連携が高い割合を示した。病院・診療所では次いで医師との連

携が 83.6％ともっとも高くなっていたが、病院・診療所においても在宅訪問栄養食事指導

の際、医師との連携の割合は 100％を示さない現状が浮かび上がった。 

在宅訪問栄養食事指導の 5）依頼ルート、6）連携機関、7）利用者情報をどこから得るか

という回答は、ケアマネジャーからの依頼が最も多く、居宅介護支援事業所と連携および

利用者情報を得るが最も高い割合を示した。病院・診療所においても自施設からの退院時

にそのまま在宅訪問栄養食事指導へと移行が 52.4％であるのに対し、ケアマネジャーから

の依頼が 64.2％と高くなっていた。 

以上の病院・診療所、フリーランス、薬局、介護老人保健施設における実施していると

の回答結果より、在宅訪問栄養食事指導を実施件数は病院・診療所が最も多く、すべての

施設でケアマネジャー、居宅介護支援事業所からの依頼が多いことが示された。 

 また、全体の結果と同様に医師との連携の低さが示された。病院・診療所においても医

師との連携は 83.6％に留まり、100％の連携を得ることができていない。 

 次に在宅訪問栄養食事指導を実施していないという回答では、病院、特別養護老人ホー

ム、フリーランス、訪問看護ステーション、薬局、介護老人保健施設すべてにおいて、実

施に至っていない理由は、どこから依頼を受けていいかわからない、施設の人数が足りな

いと回答していた。また、特別養護老人ホームにおいては、在宅訪問栄養食事指導を実施

しても採算がとれないという回答も多くなっていた。 
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４．まとめ 

１）本事業調査対象者の在宅訪問栄養食事指導実施率は、全国平均と比較して高い割合を

示した。 

２）実施している者のうち、他職種と連携して在宅訪問栄養食事指導を行っている割合は、

病院・診療所で 61.2％を示したが、その他の施設では約 50％に留まった。また全体の平

均では 37.8％という結果であった。 

３）在宅訪問栄養食事指導の際に連携している職種では、すべての施設で管理栄養士・栄

養士と連携するとの回答が最も多くなっていた。医師との連携状況は、病院・診療所に

おいて 83.6％を示したが、全体では 68.5％に留まった。 

４）在宅訪問栄養食事指導実施に至った背景は、ケアマネジャーから依頼され、居宅支援

事業所から利用者情報を得ているとの回答が全体・すべての施設で最も多かった。 

５）在宅訪問栄養食事指導を実施していないという回答では、病院・診療所、特別養護老

人ホーム、フリーランス、訪問看護ステーション、薬局、介護老人保健施設すべてにお

いて、実施に至っていない理由は、どこから依頼を受けていいかわからない、施設の人

数が足りないと回答していた。また、特別養護老人ホームにおいては、在宅訪問栄養食

事指導を実施しても採算がとれないという回答も多くなっていた。 

 

 以上の結果から、医師との連携方法や医療機関との契約を管理栄養士・栄養士は必須の

知識として学び、そのスキルを向上させなければならないと考えられる。フリーランスの

管理栄養士が訪問する場合や地域の居宅療養管理指導事業所に所属する管理栄養士が訪問

する場合は、契約先の診療所を増やすために管理栄養士による積極的な働きかけが必要で

ある。特に居宅療養管理指導事業所に所属する管理栄養士の場合は、療養者ごとに主治医

が異なり、面識のない主治医と連携を図る必要があり、また療養者の介護保険の請求も管

理栄養士自身が行わなければならない 1）。そして、管理栄養士による在宅訪問栄養食事指導

を拡大するためには、地域のケアマネジャーとの連携が必須であることが示された。今後

はさらにケアマネジャー、居宅介護支援事業所との連携方法と詳細なニーズを把握するた

めの調査が必要である。 

 井上ら 2)は、在宅訪問栄養食事指導を実際に行っている管理栄養士を対象に、介入前後の

効果を体重、栄養素等摂取量、QOL、ADL を指標に検討し、管理栄養士の在宅訪問栄養食事

指導介入により、栄養素等摂取量、QOL、ADL が有意に増加・改善することを示している。

前田ら 3）は、在宅訪問栄養食事指導の導入に効果があると多職種に理解されてもなぜ、実

施率が低いのか、その原因を明らかにするために調査を行った結果、栄養ケア・マネジメ

ントにおける管理栄養士の業務を明確に示すことが必要であると示している。 

今後は、地域在住高齢者の栄養・食事の問題を把握し解決するために、医師・ケアマネ

ジャーとの連携強化、管理栄養士による在宅訪問栄養食事指導実施の周知が必要である。

また、在宅訪問栄養食事指導ができる管理栄養士の養成と増員、地域社会に密着した管理
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栄養士の存在が必要である。特に地域包括支援センターなどへの配置や各都道府県栄養士

会の栄養ケア・ステーションにおける在宅訪問栄養食事指導に関する情報・支援の充実が

必要であると考えられた。 
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在宅訪問栄養食事指導を実施する管理栄養士実態調査 

「在宅訪問管理栄養士認定制度」（公益社団法人日本栄養士会認定）における事例レポートより 

 

武庫川女子大学教授、日本在宅栄養管理学会理事長 前田佳予子 

 

１．目的 

在宅高齢者に対する栄養ケアの重要性が指摘されているにもかかわらず、管理栄養士に

よる居宅療養管理指導での栄養管理が十分に実施されていないのが現状である。この要因

にはいくつか考えられるが、その一つに管理栄養士の実施する体制や在宅高齢者の摂食状

況、栄養状況の把握方法が十分に確立していないという点があげられる。そのために栄養

ケア・マネジメントに基づく居宅療養管理指導での栄養管理を実践しようとしても十分な

ケアプランを示すことができず、在宅高齢者やその家族と連携する医師、看護師、ケアマ

ネジャー等に居宅療養管理指導を導入する有効性が十分に認知されていないのが現状であ

る。さらに、栄養ケア・マネジメントを実践する管理栄養士自身の在宅訪問栄養食事指導

に関わる管理栄養士の数も確保されていないために在宅高齢者の摂取状況、栄養状況を把

握ができていない等がある。 

栄養ケア・マネジメントを実践する管理栄養士自身の在宅訪問栄養食事指導に関わる管

理栄養士の数、経験年数、実施施設等も確保されていないという現状より、これらの背景

を踏まえ、管理栄養士が在宅高齢者の栄養管理を行う効果および体制を明らかにするため

の基礎資料を作成することを目的とする。 

 

 

２．方法 

（１）対象者 

公益社団法人日本栄養士会では、日本在宅栄養管理学会と連携し、平成 23 年度から「在

宅訪問管理栄養士認定制度」実施している。この制度による認定試験に合格した在宅訪問

栄養食事指導を実施する管理栄養士が提出した事例レポート 366 事例を対象とした。 

 

（２）調査項目 

１）施設分類について 

366 事例を病院、診療所（有床・無床）、介護老人保健施設（老健）、社会福祉施設、薬局、

その他の 6施設に分類した。 

２）基本的属性について 

１）の施設分類における在宅訪問管理栄養士の年齢、性別、経験年数、事例対象者の疾

患、医師の指示、介護者、実施状況などについて調査した。 
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３．結果 

（１）施設分類 

管理栄養士の所属は、病院 132 施設(36.1%)、診療所(有床・無床)45 施設(12.3%)、老健

54 施設(14.8%)、社会福祉施設 69 施設(18.9%)、薬局 9施設(2.5%)、その他 57 施設(15.6%)

であった（図 1）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）基本的属性 

・管理栄養士の年齢 

管理栄養士の平均年齢は 43.1±9.9 歳であった。所属の施設別では、病院 41.7±9.6 歳、

診療所 45.6±10.9 歳、老健 43.1±9.3 歳、社会福祉施設 43.4±9.8 歳、薬局 36.8±8.2 歳、

その他 46.1±10.2 歳であった。 

 

・管理栄養士の男女比 

管理栄養士の男女比は、男性 2.2%(7 名)、女性 97.8%(359 名)であった。 

 

・在宅訪問栄養食事指導経験年数 

管理栄養士の在宅訪問栄養食事指導経験年数は、病院 1.1±2.8 年、診療所 2.0±3.4 年、

老健 2.1±13.5 年、社会福祉施設 0.3±1.3 年、薬局 0.3±0.6 年、その他 6.4±18.6 年で

あった。 

 

・各施設の管理栄養士の所属に対して医師からの指示 

医師からの指示は、病院、診療所は所属施設の医師からであるが、介護老人保健施設、

社会福祉施設、薬局は、診療所からの医師の指示が多かった。（表 1） 

図１ 在宅訪問管理栄養士 所属 

－32－



40 

 

 

 

 

 

 

 
 

・栄養食事指導経験年数 

所属施設ごとの管理栄養士の栄養食事指導経験年数は、5 年以上 10 年未満の管理栄養士

が病院、診療所、社会福祉施設、薬局、その他において一番多かった。また、介護老人保

健施設では 5年以上 10 年未満と 10 年以上 15 年未満は同じ割合であった。（表 2） 

なお、薬局の管理栄養士においては 10 年以上の経験者がいなかった。 

 

 

 

 

 

 

 

3）事例対象者 
 

・事例対象者の性別 

事例対象者は、男性 169 名(46.2%)、女性 197 名(53.8%)で若干女性の対象者が多かった。

（図 2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2 事例対象者の性別 

表１ 施設ごとの医師からの指示 

病院 診療所 合　計
病院 81.8% 18.2% 100.0%
診療所 20.0% 80.0% 100.0%
老健 46.3% 53.7% 100.0%
社会福祉施設 44.9% 55.1% 100.0%
薬局 11.1% 88.9% 100.0%
その他 33.3% 66.7% 100.0%

表 2 施設ごとの栄養食事指導経験年数 

5年以上
10年未満

10年以上
15年未満

15年以上
20年未満

20年以上
25年未満

25年以上
30年未満

30年以上
不明

（5年以上）
合　計

病院 18.2% 10.6% 9.8% 7.6% 2.3% 5.3% 46.2% 100.0%
診療所 22.2% 15.6% 4.4% 4.4% 4.4% 2.2% 46.7% 100.0%
老健 18.5% 18.5% 1.9% 3.7% 0.0% 0.0% 57.4% 100.0%
社会福祉施設 20.3% 10.1% 1.4% 2.9% 1.4% 5.8% 58.0% 100.0%
薬局 55.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 44.4% 100.0%
その他 21.1% 10.5% 14.0% 7.0% 3.5% 10.5% 33.3% 100.0%
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・事例対象者の年齢 

 事例対象者の平均年齢は、78.7±10.5 歳で後期高齢者が多かった。 

年代別では、30 歳代 1 名(0.3%)、40 歳代 6 名(1.7%)、50 歳代 10 名(2.7%)、60 歳代 41 名

(11.2%)、70 歳代 107 名(29.2%)、80 歳代 146 名(39.9%)、90 歳代 48 名(13.1%)、100 歳代 3

名(0.8%)、不明 4名(1.1%)であった。（図 3） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・事例対象者の事例別平均年齢（表 3） 

 

表 3 事例対象者の事例別平均年齢 

 

 

 

 

 

  

図 3 事例対象者の年齢 

事例

糖尿病 75.8 ± 9.7

低栄養 83.9 ± 8.3

摂食・嚥下障害 79.3 ± 10.9

平均年齢
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・事例対象者の介護度分類 

事例対象者の介護度別の人数の割合については、要支援が 44 名(12.0%)と低い割合であ

ったが、介護度 1から介護度 5までは大差はなく、あらゆる介護度からの事例であった。 

（表 4・図 4） 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

介護度 度　数 相対度数 累積相対度数

要支援 44 12.0% 12.0%
介護度1 55 15.0% 27.0%
介護度2 64 17.5% 44.5%
介護度3 63 17.2% 61.7%
介護度4 58 15.8% 77.6%
介護度5 64 17.5% 95.1%
不明・認定なし 18 4.9% 100.0%

表 4 事例対象者の介護度 

図 4 事例対象者の介護度 
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・事例対象者の介護度別の疾患 

事例対象者の介護度別の疾患では、要支援、介護度 1 から介護度 3 は糖尿病が多く介護

度 4では低栄養、介護度 5においては、摂食・嚥下障害と低栄養が多かった。 

（図 5、表 5･6)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

表 5 事例対象者の介護度別の疾患 

要支援（名） 介護度1（名） 介護度2（名） 介護度3（名） 介護度4（名） 介護度5（名） 不明（名） 合　計（名）

糖尿病 16 19 16 17 11 2 5 86
低栄養 5 8 7 10 13 13 0 56
摂食・嚥下障害 2 1 4 7 7 17 2 40
腎機能 4 4 5 5 2 1 1 22
栄養不良 1 5 4 1 1 7 1 20
高血圧 2 5 6 3 2 1 1 20
脳梗塞 2 2 2 1 2 4 0 13
その他 2 2 0 4 0 2 2 12
癌 2 1 3 2 1 2 1 12
透析 3 1 6 0 2 0 0 12
褥瘡 0 1 1 3 5 2 0 12
COPD 1 1 4 3 0 2 0 11
胃瘻 0 0 0 2 3 5 1 11
認知症 1 1 2 1 3 2 0 10
虚血性心疾患 1 2 1 1 0 2 0 7
パーキンソン病 0 1 0 0 2 2 0 5
肝硬変 2 1 1 1 0 0 0 5
統合失調症 0 0 0 0 0 0 4 4
ターミナル期 0 0 1 0 2 0 0 3
心不全 0 0 1 1 1 0 0 3
うつ 0 0 0 1 1 0 0 2
合　計（名） 44 55 64 63 58 64 18 366
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事例

糖尿病 74.9 ± 12.7

低栄養 81.8 ± 5.9
腎機能 81.7 ± 2.5

糖尿病 77.2 ± 10.1
低栄養 79.9 ± 8.2

栄養不良 83.5 ± 3.7
高血圧 80.0 ± 22.0

糖尿病 74.4 ± 7.7
低栄養 84.0 ± 12.1
高血圧 85.5 ± 7.1

糖尿病 77.1 ± 9.6
低栄養 86.7 ± 7.4

摂食・嚥下障害 82.3 ± 8.6

低栄養 84.2 ± 9.3
糖尿病 78.0 ± 8.7

摂食・嚥下障害 80.9 ± 6.5

摂食・嚥下障害 78.8 ± 11.6
低栄養 84.6 ± 6.5

栄養不良 76.1 ± 11.1

介護度5

平均年齢

要支援

介護度1

介護度2

介護度3

介護度4

表 6 事例対象者の介護度別の上位 3 疾患別の平均年齢 

図 5 事例対象者の介護度別の疾患 
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（３）主治医の指示事項 

 主治医による指示で最も多かったのが、血糖コントロール 25.4%、次いで、低栄養 21.9%、

減塩 11.2%であった。（図 6、表 7） ただし、複数の指示がある場合は、トップの指示事項

でまとめた。なお、それぞれの詳細については、以下の図に示すとおりである（図 7～15、

表 8） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目 割合(%) 項目 割合(%)

COPD 1.9 体重管理 6.3

K制限 0.8 脱水予防 0.5
栄養量指示 1.9 低栄養 21.6
経口移行 1.9 糖尿病性腎症 1.9
血糖コントロール 25.4 透析 0.8
減塩 11.2 慢性腎不全 1.6
誤嚥予防 2.5 嚥下 7.4
食欲低下 0.8 褥瘡 1.1
腎臓病 0.5 その他 11.7

表 7 主治医の指示事項内訳

図 6 主治医の指示事項 
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・各指示項目の詳細 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K・Pの食事内容のチェック 脂肪制限と減塩
アルコール性肝障害 食事のバランス
エネルギー・たんぱく管理 食事摂取
エネルギー確保 食事摂取の安定、脱水・低血糖症状を起こさない
たんぱく・水分制限 食事摂取量アップ
たんぱく質コントロール 食事量維持
胃ろう 心臓食
胃切 精神面のみ
栄養バランス、水分摂取 摂取栄養管理
栄養管理 短腸症候群
栄養状態改善 胆管
栄養補給 腸閉塞
肝性脳症の予防 調理をしたことのない夫に調理指導
肝臓、血糖コントロール 適切な栄養摂取
経口摂取 適切な栄養量の確保
経腸栄養の管理 糖尿病食
血液透析回避のための食事管理 便秘の食事療法
血中アンモニア値 本人の嗜好を叶える
血糖・減塩療法 慢性腎炎の食事療法
誤嚥性肺炎 流動食
高K食を低K食へ 膵臓術後食
指示なし

※各1例ずつ

表 8 その他の内容内訳 

図 8 経口移行詳細 図 7 K 制限詳細 
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図 9 血糖コントロール詳細 

図 10 減塩詳細 
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図 11 誤嚥予防詳細 

図 12 低栄養詳細 

図 13 体重管理詳細 
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図 14 慢性腎不全詳細 
図 15 嚥下詳細 
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（４）施設別詳細 

・施設ごとの認知症の有無 

各施設における認知症の割合は、社会福祉施設や介護老人保健施設に多くみられ、薬局

においては、認知症が少なかった。（表 9） 

 

 

 

 

 

 

 

 

・施設ごとの介護者分類 

施設ごとの介護者は、病院、診療所、薬局、その他において 40%以上が配偶者であった。 

薬局では、配偶者と娘が多く、次いで息子であった。（図 16) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 9 施設ごとの認知症の有無 

無し 有り 合　計
病院 78.6% 21.4% 100.0%
診療所 82.2% 17.8% 100.0%
老健 75.9% 24.1% 100.0%
社会福祉施設 71.0% 29.0% 100.0%
薬局 88.9% 11.1% 100.0%
その他 84.2% 15.8% 100.0%

図 16 施設ごとの介護者分類 
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（５）在宅訪問栄養食事指導における調理実技の有無 

 在宅訪問栄養食事指導における調理実技は、しているが 11.2%、していないが 88.8%であ

った。（図 17） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 17 調理の有無 
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（６）訪問対象者の実態 

 366 事例のうち、診療報酬の割合は 11.2%、介護保険の割合は、87.2%、請求なしの割合

が 1.6%であった。（図 18）また、各保険の利用者の平均年齢は、医療保険は、59.9±9.6 歳、

介護保険では 81.3±7.6 歳、保険請求なしでは、65.8±17.3 歳であった。（表 10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目

診療報酬 59.9 ± 9.6

介護保険 81.3 ± 7.6
請求なし 65.8 ± 17.3

平均年齢

表 10 各利用者別の平均年齢 

図 18 訪問対象者の実態（診療報酬・介護保険・その他） 
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（７）がん患者について 

366 事例中 61 事例において、がん患者への在宅訪問栄養食事指導であった。（図 19) 

なお、平成 24・25 年度では、胃がんがもっとも多く、次いで大腸がん、前立腺がん、膀

胱がん、悪性リンパ腫、肺がん、乳がんであった。（表 11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 19 平成 24・25 年度の事例におけるがん患者の有無 

表 11 がん患者の癌発生部位 
部位

耳下腺腫瘍 1 （1.6）
左頸部軟部悪性腫瘍 1 （1.6）
悪性リンパ腫 4 （6.6）
甲状腺癌 1 （1.6）
甲状腺腫 1 （1.6）
食道癌 1 （1.6）
肺癌 4 （6.6）
肺癌、胃癌 1 （1.6）
乳癌 4 （6.6）
乳癌、肺癌 1 （1.6）
左腎癌 1 （1.6）
胃癌 8 （13.1）
胃静脈癌 1 （1.6）
胃平滑筋肉腫 1 （1.6）
肝腫瘍 1 （1.6）
肝臓癌 1 （1.6）
肝臓癌、胃癌 1 （1.6）
膵癌 1 （1.6）
膵臓癌 1 （1.6）
膵体尾部癌 1 （1.6）
膵頭部癌 1 （1.6）
胆管癌 1 （1.6）
大腸癌 6 （9.8）
S状結腸癌、多発性肝細胞癌 1 （1.6）
上行結腸癌 1 （1.6）
上行結腸癌、肺癌 1 （1.6）
膀胱癌 4 （6.6）
卵巣癌 1 （1.6）
子宮癌 1 （1.6）
子宮頚部上皮肉腫瘍 1 （1.6）
子宮体癌 1 （1.6）
前立腺癌 5 （8.2）
末期癌 1 （1.6）

値

n=61

値は人数（パーセント）を示す
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４．まとめ 

366 事例における管理栄養士の所属は、病院が一番多く、次いで社会福祉施設、介護老人

保健施設、診療所の順であったことから、今後ますます高齢化率が上昇していく中で介護

老人保健施設の管理栄養士の在宅訪問栄養食事指導は重要であると思われる。さらに今回

の事例提出者の平均年齢が 43.1 歳で、年齢的にも技術的にも一番充実している年齢層であ

ったことが分かった。 

管理栄養士が在宅高齢者の栄養管理を行う体制の把握においては、主治医からの訪問栄

養食事の指示事項は、「血糖コントロール」がもっとも多く、次いで「低栄養」、「摂食・嚥

下障害」であった。また、実際に在宅訪問栄養食事指導を実践した管理栄養士が対象とし

た利用者は、介護度別でみると「要支援」、「介護度 1」から「介護度 3」までは、「糖尿病」

の在宅訪問栄養食事指導が多く、「介護度 4」から「介護度 5」になると「低栄養」、「摂食・

嚥下障害」であった。対象者の年齢は「糖尿病」で前期高齢者から後期高齢者、「低栄養」、

「摂食・嚥下障害」は後期高齢者への在宅訪問栄養食事指導であった。 
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管理栄養士による在宅訪問栄養食事指導の改善効果の検証 

 

南大和病院栄養部 部長 工藤 美香 

 

 

１．目的 

在宅高齢者に対する栄養ケアの重要性が指摘されているにもかかわらず、管理栄養士による居宅療養管理指

導での栄養管理が十分に実施されていないのが現状である。 

公益社団法人日本栄養士会では日本在宅栄養管理学会と連携し、平成 23 年度より栄養管理の充実を図るため

に「在宅訪問管理栄養士」の養成・認定を行っている。しかし、認定後、在宅訪問栄養食事指導実践し継続す

ることを期待しているが、実施数が伸び悩んでいる。 

そこで、本事業の分担研究である『在宅訪問栄養食事指導を実施する管理栄養士の実態調査「在宅訪問管理

栄養士認定制度」（公益社団法人日本栄養士会認定）における事例レポートより』の基礎資料をもとに、その後

のアンケート調査と介入後の追跡調査を行うことにより、次のことを明らかにすることを目的とする。 

 

アンケート調査 

・基本的属性 

・管理栄養士が在宅高齢者の栄養管理を行う体制の把握 

・在宅訪問栄養食事指導の改善効果 

介入後調査 

 ・管理栄養士が介入を行った効果 

解析方法 

   アンケート調査：有効回答が得られた 233 人による単純集計により分析 

   介入後調査：有効回答が得られた 71 人による wilcoxon の符号順位和検定により分析 

 

２．調査内容 

２－１．在宅高齢者への訪問栄養食事指導への取り組みに関する調査 

 

（１）対象者 

「在宅訪問管理栄養士認定制度」（公益社団法人日本栄養士会認定）の事例レポート提出者 350 名平均年齢

43.1±9.9 歳に対し、郵送で取り組み事例のアンケート調査を実施した。 

 

（２）調査項目 

1）年齢 

2）請求の有無とその理由 

3）継続の有無とその理由、実施件数 

4）取り組み事例以外の在宅訪問栄養食事指導の件数 

5）依頼ルート（退院時、在宅、連携施設） 

6）主たる疾患 

7）医師の主たる指示事項 
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8）本人や家族の抱えている栄養・食事に関する問題 

9）在宅訪問栄養食事指導の効果 

10）在宅訪問栄養食事指導を実施して、改善した内容について 

11）長期目標および短期目標の達成度 

12）家族以外に連携した職種 

13）連携した機関について 

14）在宅訪問栄養食事指導の受け入れの状況 

 

（３）結果 

公益社団法人日本栄養士会会員で日本在宅栄養管理学会に所属する会員 350 名、有効回答 233 件を対象とし

た。回答率 64％ 

 

1）在宅訪問栄養食事指導実施者の年齢 

①20 代 0 人（0％）、②30 代 77 人（33.0％）、③40 代 67 人（28.8％）、④50 代 57 人（24.5％）、⑤60 代 27

人（11.6％）、⑥70 代 5 人（2.1％）⑦80 代 0 人（0％）、平均年齢 43.1±9.9 歳であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 実施者（在宅訪問管理栄養士）の年齢 
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2）取り組み事例に対する診療報酬および介護報酬の請求をしたか？ 

①請求した（29.7％）、②請求しなかった（70.3％）であった 

⇒請求方法  介護保険（84.1％）、医療保険（15.9％）であった。 

 

             図 2 請求の有無と請求方法 
 

：請求しなかった（できなかった）理由はなぜか？ 

①認定試験のための事例であったから（72.9%）、②診療報酬介護報酬を請求できる機関と連携できなか

ったため（10.0％）、③請求方法が不明である（2.1％）、④その他（15％）であった。 

その他の内訳として、「請求できる医療機関に属していない（行政職員、福祉施設職員、調剤薬局等）」、

「管理栄養士が医療機関と雇用契約を結べなかった」、「診療報酬・介護報酬に該当しなかった」、「医療機

関において、介護請求は行っていない」等であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
            図 3 請求しなかった（できなかった）理由 
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3)取り組み事例に対して継続して在宅訪問栄養食事指導を行ったか？ 

  ①はい（39.9％）、②いいえ（60.1％）であった。 

 

 

 

 

 

 
 

図 4 継続の有無 
 

⇒はいと答えた方 

  ：継続回数 

 

 

 

 

 

 

 

：継続した（している）理由は何か？ 

①ご本人またはご家族からの要望があった（75.4％）、②連携機関からの要望があった（12.3％）、③そ

の他（12.3％）であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5 継続の理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  報酬請求あり 報酬請求なし 

内容 平均値 平均値 

継続回数（終了） 17.3 3.2 

継続回数（継続中） 26.6 5.0 

Ｎ＝93 表 1 継続回数 
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⇒いいえと答えた方 

：継続しなかった（できなかった）理由 

認定試験のための事例（54.4％）であった、②どのように継続すればよいかわからない（2.4％）、③在

宅訪問栄養食事指導が必要となる基準がわからない。（0％）、スキルが足りない（0.8％）、その他（42.4％）

であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

           図 6 継続しない（できない）理由 

 

継続の有無を請求別で比較したところ、請求をした場合には、継続した（82.6％）継続しなかった（17.4％）

であった。請求なしの場合には、継続した（21.5％）継続しなかった（78.5％）であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

              図 7 継続指導の有無 
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4)取り組み事例以外に在宅訪問栄養食事指導を行ったか？ 

①実施している（37％）（28.1 件）←施設ごとではなく自身で実施した件数②過去に実施していたが今は実

施していない（13.9％）③実施していない（49.1％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

          図 8 取り組み事例以外の実施の有無 

 

：取り組み事例以外の実施件数 

 

 

 

 

                    表 2 実施件数 

 

請求別、継続別で実施件数を比較したところ、請求あり（40.9 件）請求なし（10.4 件）、継続あり（38.9 件）

継続なし（9.1 件）であった。 

 

 
 

      表 3 取り組み事例以外の実施数 請求、継続別件数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内容 平均値 

実施件数 28.1
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5) 取組事例の依頼ルート（依頼先）について 

：退院時 

①医師（30.9％）、②管理栄養士（8.1％）、③ケアマネジャー・相談員（39.8％）、④看護師（13.8％）、

⑤PT・OT・ST（3.3％）、⑥その他（4.1％）であった。 

         

図 9 退院時の依頼ルート  

 

退院時の依頼ルートを請求、継続別にみると、 

請求ありの場合は、①医師（48.8％）、②管理栄養士（4.7％）、③ケアマネジャー・相談員（32.6％）、

④看護師（9.3％）、⑤PT・OT・ST（4.7％）、⑥その他（0％）であった。 

請求なしの場合は、①医師（21.3％）、②管理栄養士（10.0％）、③ケアマネジャー・相談員（43.8％）、

④看護師（16.3％）、⑤PT・OT・ST（2.5％）、⑥その他（6.3％）であった。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 10‐1 退院時の依頼ルート 請求別 
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継続ありの場合は、①医師（40.7％）、②管理栄養士（3.7％）、③ケアマネジャー・相談員（33.3％）、

④看護師（14.8％）、⑤PT・OT・ST（5.6％）、⑥その他（1.9％）であった。 

継続なしの場合は、①医師（23.2％）、②管理栄養士（11.6％）、③ケアマネジャー・相談員（44.9％）、

④看護師（13.0％）、⑤PT・OT・ST（1.4％）、⑥その他（5.8％）であった。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       図 10‐2 退院時の依頼ルート 継続別 

 

：在宅 

①医師（27.0％）、②管理栄養士（2.8％）、③ケアマネジャー・相談員（44.5％）、④看護師（12.8％）、

⑤PT・OT・ST（2.8％）、⑥その他（10.0％）であった。その他の内訳は、地域包括支援センター、家族、

歯科医師等からの依頼であった。 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 11 在宅の依頼ルート  
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在宅の依頼ルートを請求、継続別にみると、 

請求ありの場合は、①医師（43.1％）、②管理栄養士（0％）、③ケアマネジャー・相談員（33.8％）、 

④看護師（10.8％）、⑤PT・OT・ST（3.1％）、⑥その他（9.2％）であった。 

請求なしの場合は、①医師（20.0％）、②管理栄養士（4.1％）、③ケアマネジャー・相談員（49.7％）、

④看護師（13.8％）、⑤PT・OT・ST（2.8％）、⑥その他（9.7％）であった。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       図 12‐1 在宅の依頼ルート 請求別 

 

継続ありの場合は、①医師（30.9％）、②管理栄養士（1.2％）、③ケアマネジャー・相談員（37.0％）、

④看護師（12.3％）、⑤PT・OT・ST（3.7％）、⑥その他（14.8％）であった。 

継続なしの場合は、①医師（24.6％）、②管理栄養士（3.8％）、③ケアマネジャー・相談員（49.2％）、

④看護師（13.1％）、⑤PT・OT・ST（2.3％）、⑥その他（6.9％）であった。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 12‐2 在宅の依頼ルート 継続別 
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：連携施設 

①医師（23.5％）、②管理栄養士（7.4％）、③ケアマネジャー・相談員（45.6％）、④看護師（14.1％）、

⑤PT・OT・ST（3.4％）、⑥その他（6.0％）であった。その他の内訳は、訪問介護、歯科医院などであっ

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 13 連携施設の依頼ルート 

 

連携施設の依頼ルートを請求、継続別にみると、 

請求ありの場合は、①医師（35.4％）、②管理栄養士（4.2％）、③ケアマネジャー・相談員（39.6％）、

④看護師（12.5％）、⑤PT・OT・ST（2.1％）、⑥その他（6.3％）であった。 

請求なしの場合は、①医師（17.8％）、②管理栄養士（8.9％）、③ケアマネジャー・相談員（48.5％）、

④看護師（14.9％）、⑤PT・OT・ST（4.0％）、⑥その他（5.9％）であった。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 14‐1 連携施設の依頼ルート 請求別 
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継続ありの場合は、①医師（28.3％）、②管理栄養士（5.0％）、③ケアマネジャー・相談員（41.7％）、

④看護師（16.7％）、⑤PT・OT・ST（1.7％）、⑥その他（6.7％）であった。 

継続なしの場合は、①医師（20.2％）、②管理栄養士（9.0％）、③ケアマネジャー・相談員（48.3％）、

④看護師（12.4％）、⑤PT・OT・ST（4.5％）、⑥その他（5.6％）であった。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 14‐2 連携施設の依頼ルート 継続別 
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6)事例対象者の主たる疾患（該当するもの１つを選択） 

 

内容 ％ 

内分泌・栄養・代謝 33.2%

循環器系 10.2%

尿路性器系 1.5%

呼吸器系 3.9%

精神・行動障害 4.4%

神経 4.9%

新生物 1.0%

消化器系 2.9%

低栄養 32.2%

皮膚・皮下組織 1.0%

筋骨格系・結合組織 1.5%

他に分類されないもの 1.5%

血液・造血器・免疫機構 1.5%

損傷・中毒・外因の影響 0.5%

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｎ＝205       図 15 主たる疾患 

表 4 主たる疾患 Ｎ＝205
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7)医師の主たる指示事項（該当するもの１つを選択） 

 

内容 ％ 

COPD   0.0%

カリウム制限 0.5%

栄養量指示 3.6%

経口移行 1.0%

血糖コントロール 17.9%

減塩 4.6%

誤嚥予防 9.7%

食欲低下 8.2%

腎臓病 1.0%

体重管理 8.2%

脱水予防 1.0%

低栄養 27.2%

糖尿病性腎症 4.1%

透析 0.5%

慢性腎不全 4.1%

嚥下 3.6%

褥瘡 1.0%

その他 3.6%

 

 

  

 

 

 

 

カリウム制

限

0.5%

栄養量指示

3.6%

経口移行

1.0%

血糖コント

ロール

17.9% 減塩

4.6%

誤嚥予防

9.7%

食欲低下

8.2%腎臓病

1.0%
体重管理

8.2%

脱水予防

1.0%

低栄養

27.2%

糖尿病性腎

症

4.1%

透析

0.5%

慢性腎不全

4.1%

嚥下

3.6%
褥瘡

1.0%
その他

3.6%

  図 16 医師の主たる指示事項   Ｎ＝195 

Ｎ＝195表 5 主たる指示事項 
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8)本人および家族の抱えている栄養・食事に関する問題（複数回答可） 

①治療食について（25.7％）、②食欲低下（22.5％）、③水分摂取について（7.1％）、④食欲低下（8.7％）、

⑤嚥下・誤嚥について（19.6％）⑥その他（16.4％）であった。その他の内訳は、経腸栄養について、便秘お

よび下痢、過食（体重増加）、食介護（調理、食べ方等）であった。 

 

 

 

9)在宅訪問栄養食事指導を実施した効果について（該当するもの１つを選択） 

 ①好転した（37.3％）②悪化の進行が止まった（19.8％）、③現状の維持ができた（41.0％）、④悪化した（1.9％）

であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

治療食につ

いて

25.7%

食欲低下

22.5%
水分摂取に

ついて

7.1%

食欲低下

8.7%

嚥下・誤嚥

について

19.6%

その他

16.4%

好転した

37.3%

悪化の進行

が止まった

19.8%

現状の維持

ができた

41.0%

悪化した

1.9%

図 18 訪問栄養食事指導の効果   

図 17 栄養・食事に関する問題  

Ｎ＝378
（複数回答可）

Ｎ＝212
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10)在宅訪問栄養食事指導を実施して、改善した内容について（複数回答可） 

 改善した内容については、表６、図 19 のとおりである。その他の内訳は、介護負担が軽減した、身体機能の

改善、療養者及び家族の不安解消等であった。 

番号 内容 件数 ％ 

1 食事量が増えた 60 10.8%

2 食欲増進 27 4.9%

3 目標体重に近づいた 33 6.0%

4 カリウム制限の方法を習得 19 3.4%

5 たんぱく制限食が実行できた 15 2.7%

6 食事の質と量の改善 119 21.5%

7 食べやすい食形態の調整 75 13.5%

8 血糖コントロールができた 39 7.0%

9 減塩方法の習得 30 5.4%

10 脱水の改善 25 4.5%

11 浮腫の軽減・消失 7 1.3%

12 低栄養の改善 50 9.0%

13 褥瘡の改善・治癒 15 2.7%

14 その他 40 7.2%

  合計値 554   

 

 

 

  
 

 

 

食事量が増え

た

10.8%

食欲増進

4.9%

目標体重に近

づいた

6.0%

カリウム制限

の方法を習得

3.4%

たんぱく制限

食が実行でき

た

2.7%

食事の質と量

の改善

21.5%

食べやすい食

形態の調整

13.5%

血糖コント

ロールができ

た

7.0%

減塩方法の習

得

5.4%

脱水の改善

4.5%

浮腫の軽減・

消失

1.3%

低栄養の改善

9.0%

褥瘡の改善・

治癒

2.7%
その他

7.2%

図 19 改善した内容   

表 6 改善した内容 

（複数回答可）

Ｎ＝554

（複数回答可） Ｎ＝554
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11)在宅訪問栄養食事指導を行った結果、長期目標および短期目標の達成度を 5段階で評価 

長期目標については、①達成（13.1％）、②やや達成（30.5％）、③維持（32.4％）、④やや未達成（10.3％）、

⑤未達成（13.6％）であった。 

        

 

 

在宅訪問栄養食事指導を継続した場合、①達成（21.8％）、②やや達成（31.0％）、③維持（26.4％）、④や

や未達成（9.2％）、⑤未達成（11.5％）であった。 

 

 

 

在宅訪問栄養食事指導を継続しなかった場合、①達成（7.1％）、②やや達成（31.2％）、③維持（36.5％）、

④やや未達成（11.1％）、⑤未達成（15.1％）であった。 

  

 

 

達成

13.1%

やや達成

30.5%
維持

32.4%

やや未達成

10.3%

未達成

13.6%

達成

21.8%

やや達成

31.0%

維持

26.4%

やや未達成

9.2%

未達成

11.5%

達成

7.1%

やや達成

30.2%

維持

36.5%

やや未達成

11.1%

未達成

15.1%

図 20 長期目標の達成度   

Ｎ＝213

Ｎ＝126

Ｎ＝87

図 22 長期目標の達成度（継続なし） 

図 21 長期目標の達成度（継続あり） 
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短期目標については、①達成（24.3％）、②やや達成（47.0％）、③維持（18.8％）、④やや未達成（6.4％）、

⑤未達成（3.5％）であった。 

        

 

 

在宅訪問栄養食事指導を継続した場合、①達成（37.6％）、②やや達成（42.4％）、③維持（15.3％）、④や

や未達成（3.5％）、⑤未達成（1.2％）であった。 

 

 

 

在宅訪問栄養食事指導を継続しなかった場合、①達成（14.5％）、②やや達成（50.4％）、③維持（21.4％）、

④やや未達成（8.5％）、⑤未達成（5.1％）であった。 

 

 

 

 

達成

24.3%

やや達成

47.0%

維持

18.8%

やや未達成

6.4%
未達成

3.5%

達成

37.6%

やや達成

42.4%

維持

15.3%

やや未達成

3.5%
未達成

1.2%

達成

14.5%

やや達成

50.4%

維持

21.4%

やや未達成

8.5%

未達成

5.1%

図 23 短期目標の達成度   

Ｎ＝117

Ｎ＝85

Ｎ＝202

図 24 短期目標の達成度（継続あり） 

図 25 短期目標の達成度（継続なし） 
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12)家族以外にどのような職種と連携したか？（複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医師

20.3% 歯科医師

1.9%
保健師

1.1%
看護師・准

看護師

20.0% 管理栄養

士・栄養士

4.9%

薬剤師

3.0%

臨床検

査技師

0.5%
歯科衛生士

1.9%

理学療

法士

4.1%

作業療

法士

2.5%

言語聴覚士

4.3%

社会福祉

士・SW
6.3%

ホームヘ

ルパー

12.8%

医療事務

1.7%

介護福祉士

4.7%

臨床心理士

0.2%
その他

9.8%

番号 内容 件数 ％ 

1 医師 129 20.3%

2 歯科医師 12 1.9%

3 保健師 7 1.1%

4 看護師・准看護師 127 20.0%

5 管理栄養士・栄養士 31 4.9%

6 薬剤師 19 3.0%

7 臨床検査技師 3 0.5%

8 歯科衛生士 12 1.9%

9 理学療法士 26 4.1%

10 作業療法士 16 2.5%

11 言語聴覚士 27 4.3%

12 社会福祉士・SW 40 6.3%

13 精神保健衛生士 0 0.0%

14 ホームヘルパー 81 12.8%

15 医療事務 11 1.7%

16 介護福祉士 30 4.7%

17 臨床心理士 1 0.2%

18 その他 62 9.8%

  合計値 634   

図 26 連携した職種   

Ｎ＝634 （複数回答可） 
表 7 連携した職種 

Ｎ＝634 （複数回答可） 

その他の内訳は、 

ケアマネジャーが全体の

8.0％を占めていた。 

－65－
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13)どのような機関と連携したか？（複数回答） 

番号 内容 件数 ％ 

1 医療機関 123 23.1%

2 介護福祉施設 26 4.9%

3 居宅支援事業所 116 21.8%

4 訪問看護 ST 68 12.8%

5 市町村 4 0.8%

6 保健所・保健センター 3 0.6%

7 地域包括支援センター 29 5.5%

8 通所リハビリ 22 4.1%

9 デイサービス 49 9.2%

10 配食サービス 20 3.8%

11 ヘルパー事業所 53 10.0%

12 有料老人ホーム等 9 1.7%

13 その他 10 1.9%

  合計値 532   

 

 

 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

医療機関

23.1%
介護福祉施

設

4.9%居宅支援

事業所

21.8%

訪問介護ST
12.8%

市町村

0.8%
保健所・保

健センター

0.6%

地域包括支

援センター

5.5%

通所リハビ

リ

4.1%

デイサービ

ス

9.2%

配食サービ

ス

3.8%

ヘルパー事

業所

10.0%

有料老人

ホーム等

1.7%

その他

1.9%

図 27 連携した機関   

表 8 連携した機関 

Ｎ＝532

Ｎ＝532

（複数回答可） 

（複数回答可） 
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14)在宅訪問栄養食事指導の受け入れの状況 

  療養者・家族 

  初回：①非常に良い（20.0％）②良い（42.7％）③ふつう（28.6％）④やや悪い（6.4％）⑤悪い（2.3％）

であった。 

２回目以降：①非常に良い（31.7％）②良い（40.3％）③ふつう（26.3％）④やや悪い（1.6％）⑤悪い（0％）

であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連携職種 

初回：①非常に良い（20.5％）②良い（45.1％）③ふつう（31.6％）④やや悪い（2.3％）  □⑤悪い（0.5％）

であった。 

２回目以降：①非常に良い（24.5％）②良い（45.7％）③ふつう（28.3％）④やや悪い（1.6％）⑤悪い（0％）

であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 29 連携職種の受け入れ状況 

図 28 療養者・家族の受け入れ状況 
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２－２．「在宅訪問管理栄養士」取り組み事例（レポート）継続後の状況調査 

（１）対象者 

「在宅訪問管理栄養士認定制度」（公益社団法人日本栄養士会認定）の取り組み事例（レポート）提出者 350

名において、継続的に介入しておりさらに追跡調査に回答のあった 71 事例を対象とした。 

 

（２）方法 

71 件の事例を図 30 のようにグループ分けをして集計し、それぞれの介入効果を検証した。 

  
                 図 30 集計方法 

 

（３）結果 

Ⅰ．体重増量・維持が必要なケース 

追跡期間（月）9.6±10.5、身長(㎝)152.0±9.9、通常時体重(kg)47.2±9.9 であった。 

 
            表 9 追跡期間及び身体計測値 
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1)体重および BMI 

 体重（kg）においては、介入時 40.3±8.7 であったが、介入後 42.7±8.2 と増加した。BMI（kg／m2）におい

ては、介入時 17.3±2.5 であったが、介入後 18.3±2.5 と有意に増加した。 

        
             図 31 体重(㎏)および BMI(kg／m2) 

 

2)血清アルブミン値 

血清アルブミン値（g／dl）においては、介入時 3.2±0.5 であったが、介入後 3.5±0.5 と上昇した。ヘモグ

ロビン値（g／dl）においては、介入時 10.5±1.3 であったが、介入後 11.8±1.6 と上昇した。 

        
         図 32 血清アルブミン値（g／dl）、ヘモグロビン値（g／dl） 
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3)経口摂取エネルギー量および経口摂取たんぱく質量 

 経口摂取エネルギー量（kcal／日）においては、介入時 745.3±372.3 であったが、介入後 1203.9±262.5

と有意に増加した。経口摂取たんぱく質量(g／日)においては、介入時 27.4±16.4 であったが、介入後 43.7±

15.7 と有意に増加した。 

        
      図 33 経口摂取エネルギー量（kcal／日） 、経口摂取たんぱく質量（g／日） 

 

4)経口摂取水分量 

経口摂取水分量(ml／日)においては、介入時 863.1±476.9 であったが、介入後 1215.9±345.9 と有意に増加

した。 

        
               図 34 経口摂取水分量（ml／日） 
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Ⅱ．減量が必要なケース 

 追跡期間（月）10.1±7.7、身長(㎝)155.0±11.6、通常時体重(kg)60.9±12.1 であった。 

  
           表 10 追跡期間および身体計測値 

 

1)体重および BMI 

体重（kg）においては、介入時 61.3±11.7 であったが、介入後 58.4±10.9 と低下した。 

BMI（kg／㎡）においては、介入時 25.5±3.2 であったが、介入後 24.2±3.8 と減少傾向であった。 

  
              図 35 体重(㎏)および BMI(kg／m2) 
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2)  ヘモグロビン A1c およびトリグリセリド値 

 ヘモグロビン A1c(％)においては、介入時 7.8±1.1 であったが、介入後 6.5±0.8 と低下した。トリグ

リセリド値（mg／dl）においては、介入時 133.0±21.0 であったが、介入後 110.5±6.5 と減少した。 

      
          図 36 ヘモグロビン A1c(％)、トリグリセリド値（mg／dl） 

        

３．考察 

３－１．在宅高齢者への訪問栄養食事指導への取り組みに関するアンケート調査 

（１）基本的属性 

日本栄養士会および日本在宅栄養管理学会の会員で、平均年齢43.1±9.9歳で有効回答233件（回答率64％）

を対象であった。 

（２）管理栄養士が在宅高齢者の栄養管理を行う体制について 

1）診療報酬および介護報酬請求と栄養管理の継続 

 取り組み事例において、請求を行った事例は約 3割であった。認定試験のためを除く請求しなかった（で

きなかった）理由として、「請求先と連携できなかった」、「請求方法が不明」、「その他」であった。その他の

内訳として「行政職員のため」、「福祉施設職員のため」、「請求できる医療機関に所属でないため（調剤薬局）」、

「診療報酬・介護報酬に該当しなかった」、「医療機関での介護請求は行っていないため」、「管理栄養士が医

療機関と雇用契約を結べなかった」等であった。 

 在宅訪問栄養食事指導の継続状況については、本人および家族の要望がある場合に継続性が高い。また、

報酬を請求した方が在宅訪問栄養食事指導を継続する率が高く、継続回数も多かった。認定試験のためを除

く継続しなかった理由として、「その他」の内訳として「改善したので必要ない」、「外来栄養食事指導に移行

した」、「請求できないため」、「入院・施設入所のため」、「死亡」であった。 

このように、在宅訪問栄養食事指導が必要であるにも関わらず、管理栄養士の所属先によって請求ができ

ない（管理栄養士が請求側と雇用関係にあることが必須）ことや、請求方法等が課題であることが明らかに

なった。また、継続については、本人および家族の要望がある場合に高く、転帰による理由で困難になる場

合があることが明らかになった。 

2) 依頼ルートおよび連携状況 

退院時、在宅、連携施設の依頼ルート別では、いずれの依頼ルートもケアマネジャー・相談員、医師、看

護師の順に多い。また、連携状況については、複数の事業所と多職種との連携を行っていた。このようなこ
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とから、医療機関、介護施設、サービス事業者等との連携が必須であることが示された。 

3)疾病分類と主治医の指示事項と在宅訪問栄養食事指導の改善効果 

疾病分類においては、内分泌・栄養・代謝、低栄養、循環器系の順で多く、疾病分類のなかには、報酬を

算定できない疾患が含まれていた。さらに、栄養食事の問題点においては、治療食について、食欲低下、嚥

下・誤嚥の順で多く、専門職のスキルが求められていた。このような疾病、問題点を改善するために在宅訪

問栄養食事指導を継続的に行った結果成果があがっている。 

 

３－２．「在宅訪問管理栄養士」取り組み事例（レポート）継続後の状況調査 

 初回介入後、継続的に在宅訪問栄養食事指導を行い、介入後調査を行った。その結果を「体重増量・維持」

目的と「減量」目的とにグループ分けし、それぞれの介入効果を分析した。 

1)体重増量・維持目的においては、BMI（kg／m2）、経口摂取エネルギー量（kcal／日）、経口摂取たんぱく質量

（g／日）、経口摂取水分量（ml／日）において有意差があり、栄養介入の効果が認められた。また、体重（kg）、

アルブミン値（g／dl）、ヘモグロビン値（g／dl）においては、有意差が認められなかったが増加傾向であっ

た。 

2)減量目的においては、HbA1c（％）においては有意に低下した。また、体重（kg）、BMI（kg／m2）、トリグリ

セリド値（mg／dl）においては有意差が認められなかったが減少傾向であった。 

「体重増量・維持」目的と「減量」目的のいずれにおいても、有意差が認められた項目と客観的指標に有意

差がなかったが改善傾向にあった項目から、管理栄養士が継続的に栄養介入することによって改善効果があっ

たといえる。 

 

４．結語 

在宅高齢者への訪問栄養食事指導への取り組みに関するアンケート調査においては、在宅訪問栄養食事指導

を継続している理由は、家族の要望によるものが多く、その必要性が示された。また、継続しなかった（でき

なかった）理由は、算定要件、請求方法、連携体制等の課題があがっている。 

また、介入後調査においては、自宅で実践可能な栄養介入を継続的に行うことが、栄養状態の改善、疾病の

改善、食に関する問題解決に寄与することが明らかになった。 
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ヒアリング調査結果 

 

駒沢女子大学健康栄養学科 本川 佳子 

 

１．目的 

 先進的に在宅訪問栄養食事指導等を実施する都道府県栄養ケア・ステーション、病院お

よび施設に対して、在宅訪問栄養食事指導実施までの過程や現在抱えている課題を把握す

るためヒアリング調査を実施する。 

 

２．内容 

 地域における在宅訪問栄養食事指導取り組みの現状 

 地域資源等との連携状況 

 地域におけるニーズ、またニーズの吸い上げ方 

 現在までの効果や課題 

 今後の方向性                          

 

３．ヒアリング対象施設と実施日 

 

 

 

 

 

 

  

対象施設 実施日 

公益社団法人 宮崎県栄養士会 平成 27 年 1 月 21 日（水） 

公益社団法人 新潟県栄養士会 平成 27 年 1 月 29 日（木） 

公益社団法人 岡山県栄養士会 平成 27 年 2 月 10 日（火） 

公益社団法人 沖縄県栄養士会 平成 27 年 2 月 16 日（月） 
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４．結果 

 

（１）公益社団法人 宮崎県栄養士会 

1）栄養ケア・ステーション設立について 

 平成 15 年に設立し、その背景として宮崎県内の管理栄養士・栄養士のいない診療所でそ

の必要性が示されるようになったことである。約 80 件の診療所で、管理栄養士・栄養士を

雇用するまでには至らないが、栄養指導等をスポットで実施する管理栄養士・栄養士が必

要であると回答し、医師会との覚書を結び、宮崎県栄養ケア・ステーションの設立に至っ

た。 

 

2）地域在住高齢者に対する取り組み 

 介護保険を請求できる診療所はまだ少なく、保険請求の現状は 10 件中 2件が介護保険と

いう割合である。しかし、現在実施している在宅訪問等で事例をひとつひとつ積み重ね、

その効果をケアマネジャーの連絡協議会や学会できちんと報告し、次につなげることが必

要である。今後は地域包括支援センターに管理栄養士が常勤として勤務できるような体制

を構築することが必要であると考える。 

 

3）地域の問題点・課題 

 県内において介護保険が使える診療所がまだまだ少ない。また、これから在宅療養者が

増えることが考えられ、医師、ケアマネジャーのみならず、PT、 OT 等多くの職種と連携し

ていく必要がある。 

 

4）地域における連携体制の構築に当たって必要なこと 

 まずは、地域の医師の理解が必要不可欠である。その中で、管理栄養士・栄養士が在宅

医療に欠かせない存在であることをアピールしていかなければならない。そのためには 2)

でも取り上げたように、事例をひとつひとつ積み重ねていき、必ず介入後の効果を示し、

県内でアピールすることが大切である。 

 

5）今後の取り組みの方向性 

 今後は地域包括ケア会議が都道府県におりてくるが、その際にも管理栄養士・栄養士の

存在をアピールしていかなければならない。まずはそのために、管理栄養士・栄養士の育

成に力を入れている。自分自身で、提案し、請求までを実施できるような管理栄養士・栄

養士がこれからは必要になってくる。そのうえで、さらに在宅訪問栄養食事指導を県内で

推進していきたいと考える。 
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（２）公益社団法人 新潟県栄養士会 

 

1）栄養ケア・ステーション設立について 

 新潟県栄養ケア・ステーションは 

・保健指導相談 

・食事療法等栄養相談 

・介護予防栄養改善支援 

・食育・健康栄養関連セミナー等に関する講師の紹介 

・食育・健康栄養関連のパンフレット、メニュー等の企画制作 

などを中心に、平成 24 年度から平成 26 年度まで厚生労働省の補助事業「栄養ケア活動支

援整備事業」の採択を受け、事業を実施している。 

 

2）地域在住高齢者に対する取り組み 

 補助事業により、平成 24 年度から在宅高齢者への訪問を行っている。1 年目は地域の在

宅訪問を実施している診療所、訪問看護ステーションなどと連携し、在宅訪問（28 件）を

行った。2年目からは、さらに診療所との連携を深め、医師の指示のもと在宅訪問を行った。

3年目の今年度は、育成・自立をテーマに管理栄養士・栄養士のためのセミナー実施と、診

療所との契約を結ぶため栄養ケア・ステーション担当者が中心に診療所に依頼に回ってい

る。 

 

3）地域の問題点・課題 

 地域内に大学病院等大きな病院がいくつもあるため、かかりつけ医と連携することが難

しい。また、訪問先が山奥である場合も多く、交通の問題が発生した。また、1年目に連携

してくださった診療所においても管理栄養士・栄養士が在宅に訪問して何ができるのかと

いう疑問があり、アピールの必要性を大きく感じた。 

 

4）地域における連携体制の構築に当たって必要なこと 

 現状の制度では、広めることが難しいと感じている。特に、ケアマネジャーから依頼が

あっても、そのかかりつけ医と連携することがとても難しい。管理栄養士・栄養士が自立

できる制度が必要と考えるが、まずは管理栄養士・栄養士自身のスキルの向上を目指して

いくことが必要である。 

 

5）今後の取り組みの方向性 

 これまでは、補助事業による補助金で実施していたが、今後は自立して収入を得られる

ようになっていかなければならない。そのためには、地域包括支援センターに管理栄養士

を配置し、地域の栄養・食事の問題を地域全体で把握していかなければならない。今後は、

県内への栄養ケア・ステーションのアピールをさらに強めていきたい。 
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（３）公益社団法人 岡山県栄養士会 

 

1）栄養ケア・ステーション設立について 

 岡山県栄養ケア・ステーションは、平成 17 年度に設立し、以下の事業を中心に活動している。 

・在宅訪問栄養食事指導 

・医療機関における栄養指導（診療所等への管理栄養士・栄養士紹介事業） 

・特定保健指導における管理栄養士の紹介 

・事務局での栄養相談（来所、電話、メール等）※近年相談件数も増えつつある 

・栄養関連講演・調理講習会に関する講師の紹介 ※高齢者支援センターからの依頼も含む 

 （介護予防のための栄養・食生活相談、食育、災害時における食事等） 

・献立作成 

・広報活動（情報提供、シンポジウム、学会発表） 

・平成 23 年度～「糖尿病等栄養管理連携支援システム活用推進事業」実施（栄養指導のモデル運用の拡大） 

・平成 24 年度、平成 25 年度 厚生労働省補助事業「栄養ケア活動支援整備事業」実施 

 

2）地域在住高齢者に対する取り組み 

 平成 24 年より、厚生労働省の補助事業「栄養ケア活動支援整備事業」を実施し、管理栄養士・栄養士のスキ

ル向上を目指した研修会の実施、医師・訪問看護師・ケアマネジャー・訪問介護員へ管理栄養士・栄養士の在

宅訪問に関するニーズ調査を実施し、地域におけるニーズの吸い上げを行った。また地域診療所等と連携し、

在宅高齢者、在宅がん患者 19 名に訪問栄養食事指導を行った。現在もケア・ステーションの活動として、医師、

ケアマネジャーからの依頼により在宅訪問栄養指導を行っている。 

 

3）地域の問題点・課題 

 居宅療養管理指導を行っている無床診療所においては医師が訪問診療を行うも管理栄養士が在籍しておらず、

訪問栄養食事指導が実施できていないのが現状である。 

岡山市では、ふれあい公社の介護予防センターに管理栄養士が在籍し、予防指導に努めているが、岡山県内

の地域包括支援センターにも管理栄養士の配置が必要と考え、さらに多職種連携による在宅医療の発展に関わ

ることが課題である。 

 

4）地域における連携体制の構築に当たって必要なこと 

 岡山県内おいて、栄養ケア・ステーションの認知度をもっと高める必要がある。また、県内における医療連

携、在宅医療、地域包括に関する会議等にはすべて出席し、管理栄養士・栄養士も在宅医療におけるキーマン

であることを示していかなければならない。 

 

5）今後の取り組みの方向性 

 今回の補助事業「在宅における栄養・食生活支援」は全県下で実施したが、今後、①特定の地区で重点的に

実施する。②多職種との連携もさらに深める。③広報活動の機会を増やし、活動事例を提示する。以上のこと

により管理栄養士・栄養士の必要性を働きかける。 
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（４）公益社団法人 沖縄県栄養士会 

 

1）栄養ケア・ステーション設立について 

 沖縄県栄養ケア・ステーションは、栄養改善事業・健康づくり事業を遂行するため『栄

養ケア・ステーション』を設置し、「健康おきなわ２１」の推進、県民の長寿再生・生活習

慣病予防・健康維持増進に貢献してくことを目的に設置した。その事業内容は、特定保健

指導における人材育成・登録・紹介、クリニックの栄養相談における人材育成・登録・紹

介、食育および健康関連セミナー・栄養相談・料理教室に関する講師紹介、外食成分表示

推進に関する外食アドバイザーの育成・登録・紹介である。また、平成 24 年度から平成 26

年度まで厚生労働省の補助事業「栄養ケア活動支援整備事業」の採択を受け、事業を実施

している。 

 

2）地域在住高齢者に対する取り組み 

 平成 24 年度より、厚生労働省の補助事業「栄養ケア活動支援整備事業」を実施し、管理

栄養士・栄養士のスキル向上を目指した研修会の実施、栄養ケア事業に関するニーズ調査

を実施し、地域におけるニーズの吸い上げを行った。また地域の医療機関、事業所、訪問

看護ステーション、社協と連携し、25 件の指導を実施した。今年度でモデル事業は終了す

るが、来年度以降も在宅訪問栄養食事指導を継続することとなった診療所が 3施設である。

その他、平成 25 年度は地域在住高齢者を対象とした沖縄県宅配弁当マップを作成した。 

 

3）地域の問題点・課題 

 県内で在宅訪問栄養食事指導を実施している施設が少なく、その理由としては「手が回

らない」「依頼がない」というものが多くなっていた。また本島から離れた僻地や離島は管

理栄養士・栄養士の人材不足があり、IT を活用した指導体制等の設備拡充が今後さらに必

要になる。これまでは沖縄県栄養士会において、在宅訪問栄養食事指導に関する研修会の

実施が無かったため、今後さらに充実させること、連携職種、療養者やそのご家族へ管理

栄養士・栄養士の存在を伝えていく必要性が示された。 

 

4）地域における連携体制の構築に当たって必要なこと 

 在宅地域連携を進めていく中で、「管理栄養士・栄養士がなにをしてくれるかわからない」

「管理栄養士・栄養士の必要性に対する認識が低い」ことや診療所との雇用契約が足かせ

となり、進んでいかない実情があった。今後は他職種のなかで管理栄養士・栄養士も在宅

医療のキーマンであることをしっかり示し、管理栄養士・栄養士自身のスキル向上が必要

である。 
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5）今後の取り組みの方向性 

 今後も在宅訪問栄養食事指導の推進を行いながら、県内の在宅医療部門に管理栄養士の

設置を推進していきたいと考える。 
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在宅訪問栄養食事指導を実施する管理栄養士に期待すること 

 

北里大学病院 トータルサポートセンター センター長  小野沢 滋（医師） 

 

 在宅医療の対象者は外来受診が困難な高齢者、もしくは何らかの疾患により寝たきりに

近い生活を余儀なくされている方たちです。そして、今後の社会を考えたとき、いかにし

て、そういった方たちの生活を安定させ、再入院を防ぐのか、という事は喫緊の課題でも

あります。図１は相模原市での要介護者の増加を示しています。現在２万人強の要介護者

は 2035 年には 45000 人程度になると予想され、その多くが女性であることがわかります。 

 

図１ 相模原市の要介護者数の推移（2010 年国勢調査、2010 年完全生命表、2010 年 年齢

別出生率、2010 年年齢階級別介護認定者数より筆者作成） 

 

 これは相模原市に限らず、首都圏のベッドタウンと言われる市ではどこでも同じような

状況が見られ、今後２０年ほどで、介護需要の激増が予想されています。そして、2060 年

頃までその状況が続きます。 

 一方で、これら介護需要の増加を支える労働力はどうなるのでしょうか。相模原市を例

に 2010 年の国勢調査から封鎖人口を仮定して、主な労働力と考えられる、18-69 歳人口を

推定してみると、図２のように 2035 年頃には 2 割減の約 40 万人、2060 年頃には現在の４

割となってしまいます。 
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図２ 相模原市の 18 歳から 69 歳人口の推移（封鎖人口仮定） 

 

 要介護者は増加することは確実ですし、労働力が減ることも確実に起きていきます。 

 厚労省の介護サービス施設・事業所調査によれば、相模原市の訪問介護事業所すべての

労働力を常勤換算にすると、2013 年でヘルパー750 名分の労働力しか無いことがわかりま

す。要介護者は 2 万人弱が自宅に居おり、それを介護する側はわずか 750 人しか居ないの

です。要介護者の３割が低栄養でその人たちの食事をヘルパーが作る、と考えれば、相模

原市のヘルパーは 6000 人の食事を 750 人で作るという計算になります。これはよほど工夫

をしなければ困難です。 

 要介護者の約３０％、もしくはそれ以上が低栄養状態にある、という事は各種調査から

疑いも無い事実ですし、在宅訪問栄養食事指導が必要である事は論を待ちません。しかし、

実際には訪問栄養「指導」を行っただけでは、栄養状態が改善することはありません。そ

こには「支援」が不可欠で、訪問栄養指導では否応なく、そういった社会的視野を持って

活動する事が必要になるのです。これは大変ではありますが、非常にやりがいのある仕事

だと思います。 

 要介護度の伸展をいかに減らすのか、そして、再入院をいかに減らしていくのか、この

ことを私たちは食・栄養の「支援」を通して、成し遂げる必要があり、その中心に管理栄

養士が居るのです。管理栄養士の皆さん、まずは、地域に目を向けてください。そして、

一歩を踏み出してくださることを切に期待しています。 
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歯科より在宅訪問を実施する管理栄養士に期待すること 

 

東京都健康長寿医療センター研究所 専門副部長  平野 浩彦（歯科医師） 

 

日本は世界一の長寿国となり、世界に類を見ないスピードで高齢社会となった。その背

景には、国民皆保険制度に代表される手厚い公的な医療インフラの恩恵があると考える。

一方、医療インフラ自体はこの社会の人口構造変化により変革を強いられており、その変

革のスピードが近年増しつつある印象がある。事実、昭和 23 年医療法制定後細かい改正は

あったものの約 40 年近く根本的な改訂は無かった。しかし、昭和 60 年の第 1 次医療法改

正に始まりその後、第 2次（平成 4年）、第 3次（平成 9）、第 4次（平成 12 年）、第 5次（平

成 18 年）さらに第 6 次（平成 26 年）とその頻度は高まっている。この改革頻度が高まっ

た要因は、国民皆保険制度で勝ち得た世界一の長寿国である日本の現状そのものとも言え

よう。平均寿命が延び、急速に超高齢社会となり、さらに医療水準の高度化等により、医

療費は著しく増加し、その 多くは高齢期に費やされている。つまり高齢化社会への移行が、

医療費を急速に増加させることになった訳である。 

こういった中、改革の目的の一つとして短期に医療サービスを可能な限り効率的に提供す

るシステム作りが求められてきた（「療養病床」と「一般病床」等に区分する病床区分の見

直し、クリニカルパスの導入など）。また高齢化が進むことにより多くの高齢者がこのシス

テムでの医療サービス提供を受けることになった。高齢者の多くは、加齢による治癒機能

の低下、複数の慢性疾患の併存、さらに既往疾患による ADL 低下を有している。つまり、

医療サービス対象者の多くをしめる高齢者は、乱暴な記載になってしまうが“短期に医療

サービスを可能な限り効率的に提供するシステム”に最もなじまない対象とも言える。そ

ういった中、“地域”をキーワードとしたケアシステムである地域包括ケアシステムが、先

の述べた一連の課題に対する対応策として地域に導入されつつある。このシステムの要素

の一つに、「できる限り、住み慣れた地域で必要な医療・介護サービスを受けつつ、安心し

て自分らしい生活を実現できる社会を目指す。」ことを目的に在宅医療が推進されている。 

 

管理栄養士は、これまで病院、介護保険施設を中心として活躍されてきた業務内容から、「住

み慣れた地域」さらに生活そのものの場である「在宅」へ、その活躍の場を広げていくパ

ラダイムシフトが求められていると拝察する。この点は、歯科医療においても同様である。

特に歯科は、う蝕、歯周疾患といったいわゆる「疾患モデル」をベースとして学問が体系

づけられてきており、「生活」を支える視点が不足していた。そこで、円滑な在宅歯科診療

を実施することを目的とした研修プログラムが作成され広く実施されている。その中で栄

養管理の知識も求められており、東京都福祉保健局・東京都歯科医師会の「在宅歯科医療

実践ガイドブック」では、「歯科が特に関与しなければならない内容としては、口腔機能（咀

嚼機能や嚥下機能）と現在食べている食形態とのミスマッチによる経口摂取量の低下が見
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られる場合である。特に在宅療養中の患者の場合などでは、患者や家族の強い思いから、

常食など形がある食形態にこだわる傾向にある。本来、食形態は口腔機能に合せて提供さ

れるべきで、うまく食べられないことから、食時間が極端に延長し、結果として多く残食

をしている場面にしばしば遭遇する。口腔機能に合った食形態の提供を積極的に行うべき

である。」との記載がある。こういったなか、管理栄養士の業務としての、「個人の身体の

状況、栄養状態等に応じた高度の専門的知識および技術を要する健康の保持増進のための

栄養の指導」が、口腔機能評価と「生活の場」で結びつき、円滑な支援が実施できる標準

化したシステムづくりが求められている。 

 

「食べること」は、咀嚼・嚥下機能として人間が生存するための最も基本的な機能の一つ

であり、特に高齢者では日常生活における生きがいや楽しみとなっている。さらに生活の

場である在宅では、家族や周囲の者にとっても、「食べている」時間と場は、家族として共

に生きているということを実感できる貴重な機会となる 1)ことは、改めて言うまでもないこ

とであろう。この「場」を、管理栄養士の方々と歯科医療従事者が支える地域インフラの

整備が、本事業において加速されることを期待し稿を締めさせていただく。 

 

【参考文献】 

1）植田耕一郎：口腔機能の向上マニュアル～高齢者が一生おいしく，楽しく，安全な食生

活を営むために～，口腔機能の向上についての研究班：1-98，2006． 
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管理栄養士による在宅訪問栄養食事指導に期待すること 

～訪問看護の立場から～ 

  

慶應義塾大学 教授  原 礼子（保健師） 

 

現在、地域の包括的な支援・サービス提供体制の構築が推進されており、個々人の抱え

る課題にあわせて、専門職による医療・看護や介護･リハビリテーション、保健・予防が有

機的な連携のもと一体的に提供されることが求められている。退院後も在宅療養者が自宅

で安心して暮らすためには、入院中から在宅療養に向けた準備が必要である。退院支援で

は、地域の医療や介護との連携による継続ケアが不可欠である。できるだけ入退院を繰り

返さず住み慣れた自宅での療養生活継続には、院内 NST から在宅ケア NST へのスムーズな

移行が望ましい。その要は管理栄養士の活動であると考えている。 

訪問看護師による在宅療養の食生活や栄養管理に関する活動において、在宅ケア NST の

観点からもその役割が重要視されるようになってきているが、訪問看護領域では栄養評価

方法と ADL、QOL、低栄養状態の予防などと関連付けた研究報告はほとんどみられず、訪問

看護師が在宅療養者の食生活や栄養管理に関してどのように認識しまた実践しているのか、

実態を明らかにすることを目的としてグループインタビュー調査を実施したことがある。

訪問看護師は、利用者の栄養や食生活に関して具体的に関わっていることが明らかになっ

たが、客観的なデータを活用し、測定の実施記録など意味ある重要な情報を体系的に収集

してケアに活かすまでにはいたっていなかった。食生活や栄養管理に関するデータの入手

システムの確立、訪問看護師のアセスメント能力や介入能力の向上が望まれる結果であっ

た。加えて、効果的な関係職種との連携システム、栄養に関する知識や技術習得のための

研修制度も重要であることが示唆された。このような観点から管理栄養士からの支援が必

要不可欠だと感じた。 

 食べることは生きがいにつながる。「口から食べる」ことにこだわる療養者と家族は多い。

それ故、経口による摂取でともすると誤嚥性肺炎につながることもある。訪問看護師は療

養者の必要な医療処置を行い日々の健康管理に携わっており、家族への相談支援も行って

いる。関係する職種で療養者と家族の自宅での様子、病院での検査結果や医師の指示など

情報を共有し、的確で具体的な栄養指導や状態に応じて摂取できる見た目にも美味しい調

理のポイントなどの指導を受けたいと思う。在宅療養者の QOL の維持と向上に管理栄養士

への期待は大きい。 
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介護支援専門員から管理栄養士による在宅訪問栄養食事指導期待すること 

 

東京医科歯科大学大学院 講師  遠藤 慶子（社会福祉士・介護支援専門員） 

 

2014 年６月に｢医療介護総合促進法｣が成立し、2015 年度の介護報酬改正と相まって全国

で地域包括ケアシステムの構築にむけて地域づくりが進められています。この介護保険制

度改正は介護保険制度が始まって以来の大改革となっています。介護保険制度が始まって

15 年が経ちます。介護サービスは充実していく中で、介護支援専門員として現場で一番必

要で足りないサービスが“管理栄養士による訪問栄養指導”だと思います。 

 

１．時代のニーズが読める管理栄養士に期待！ 

 2000 年にスタートした介護保険制度は、高齢化の進展に伴い、要介護高齢者の増加、介護

期間の長期化など介護ニーズの増大、核家族化の進行、介護する家族の高齢化など要介護

高齢者を支える家族のめぐる状況の変化を考え、高齢者の介護を社会全体で支え合う仕組

み（介護の社会化）として創設されました。今年で 15 年目を迎えた介護保険制度は着実に

社会に定着し、サービス利用の大幅な伸びに伴い、介護費用が急速に増大しています。介

護保険制度開始当時の2000年度は 3.6兆円だった介護費用は、2013年 9.4兆円となり、2025

年には 21 兆円になると推計されています。なんと 6倍になるのです。また 5.5 人に１人が

後期高齢者となる 2025 年の社会では、①認知症高齢者、②世帯主が高齢者の単独世帯・夫

婦のみ世帯 の割合が増加されると推計されこの大きな数字になっています。これに加え

今までは農村部の高齢化の問題が言われてきましたが、これからは首都圏を始めとする都

市部でも急速に高齢化が進んでいくと予測されています。そこで、社会構造の変化や高齢

者のニーズに応えるために「地域包括ケアシステム」の実現を目指してきているのです。 

 このような介護保険制度の状況を踏まえ、「地域包括ケアシステム」を構築することで 10

年後（2025 年）の「大介護時代」を乗り切るために日本が介護保険制度の舵を大きく切り

始めたのです。地域包括ケアシステムは、在宅およびサービス付き高齢者向け住宅等での

介護を前提とする制度です。そこで高齢者が住み慣れた地域で生活が継続できるようにす

るために、介護・医療・生活支援・介護予防を充実されていくことが重要になります。そ

こでこれらを充実させるための基本は食事になります。糖尿病が重度化したら、低栄養に

なったらと肥満も低栄養もクローズアップされています。この救世主が管理栄養士の訪問

栄養指導だと思います。 

 

２．管理栄養士と介護支援専門員は Win-Win の関係で・・・ 

 介護支援専門員は介護保険制度開始に伴って新たにできた資格です。ここで難しいのが

介護支援専門員はそれぞれベースになる資格が異なっていることです。第 1回（平成 10 年

度）の介護支援専門員実務研修受講試験を職種別に見ると医療職が 70％（内看護職：38.0％）
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で福祉職が 30％（介護福祉士：19.2％）でした。しかし第 16 回（平成 25 年度）では逆転

して福祉職が 90％（介護福祉士：70.1%）で看護職は 7.3%となっています。 

 私たち介護支援専門員自身も一番難しいケアプランは、食事に関することです。食事は、

食べていればいいということでなく、生活の中で改善し習慣化することも重要になります。

これからは多くの福祉職の介護支援専門員の教育にも栄養指導が必要になるでしょう。 

 介護支援専門員は食事の課題を管理栄養士に訪問栄養指導をしてもらうことで解決する

一方、これから増えるであろう地域に出かける管理栄養士には生活の様子を知らせていく

と言う Win-Win の関係が重要になります。今まで行き詰まっていたケアプランの中に訪問

栄養指導が入ることにより、介護支援専門員のケアプランが効果的に作成されることを期

待しています。 

 

 

 

  

介護支援専門員実務研修受講試験：職種別合格者数

人数 構成比 人数 構成比 人数 構成比
医師 13,863 5.2% 41 0.2% 15,020 2.5%
歯科医師 2,880 1.1% 58 0.3% 3,625 0.6%
薬剤師 15,361 5.8% 209 0.9% 19,530 3.3%
保健師 18,991 7.1% 272 1.2% 25,715 4.3%
助産師 1,133 0.4% 14 0.1% 1,843 0.3%
看護師、准看護師 101,339 38.0% 1,620 7.3% 158,087 26.5% ※第二位
理学療法士 5,816 2.2% 673 3.0% 11,863 2.0%
作業療法士 3,188 1.2% 424 1.9% 7,375 1.2%
視能訓練士 83 0.0% 9 0.0% 204 0.0%
義肢装具士 68 0.0% 3 0.0% 116 0.0%
歯科衛生士 5,058 1.9% 174 0.8% 10,790 1.8%
言語聴覚士 293 0.1% 81 0.4% 988 0.2%
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師 3,501 1.3% 316 1.4% 7,532 1.3%
柔道整復師 1,907 0.7% 159 0.7% 3,401 0.6%
栄養士（管理栄養士含む） 5,862 2.2% 338 1.5% 11,665 2.0%
社会福祉士 7,539 2.8% 2,161 9.7% 34,685 5.8%
介護福祉士 51,135 19.2% 15,647 70.1% 237,887 39.9% ※第一位
精神保健福祉士 796 0.3% 300 1.3% 4,448 0.7%
相談援助業務従事者、介護事業従事者 27,875 10.5% 2,607 11.7% 65,094 10.9%

合　　計 266,688 100.0% 25,106 100.0% 619,868 100.0%
合格率

第１回（平成10年度） 第16回（平成25年度） 第1〜16回合計
職　　種

44.1% 15.5% ー
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公益社団法人日本栄養士会栄養ケア・ステーションとの連携について 

 

公益社団法人 日本栄養士会 常任理事       

栄養ケア・ステーション事業部長 田中 弥生 

 

公益社団法人日本栄養士会が登録商標を持つ栄養ケア・ステーションは、地域に顔の見

える管理栄養士・栄養士を増やすために 2008 年 4 月より都道府県栄養士会に一か所設置さ

れ、現在は主に特定健診後の特定保健指導等に従事できる管理栄養士の登録機関として活

用されている。栄養ケア・ステーションに登録されている管理栄養士は、本年度の診療報

酬改定において、有床診療所では管理栄養士の雇いあげが難しい場合に栄養管理実施加算

や栄養食事指導を行う場合の管理栄養士の雇用窓口として利用してよいこととなった。こ

こで、在宅訪問管理栄養士の働く場として大いに期待したいのは都道府県栄養士会栄養ケ

ア・ステーションの下部組織となる地域支援型病院や居宅療養管理指導事業所に立ち上げ

た認定栄養ケア・ステーションの存在である。認定栄養ケア・ステーションとは、日本栄

養士会会員であることが必務で、医療機関、公的機関、医療保険機関、民間機関などの地

域密着型であり自立・採算性のある事業を拠点としたのが認定栄養ケア・ステーションと

なるが、10 年後には全国 15000 件を目標に掲げている。 

例をあげると、地域の中、クリニックの医師が中心となり訪問介護、訪問リハビリテー

ション、訪問看護ステーション、栄養ケア・ステーションなど、それぞれの事業者同士が

患者宅の 30 分以内に確保され患者宅に集合するといった訪問診療がある。それぞれの事業

者がクリニックには行かなくてよい仕組みである。情報通信技術の手段としてはクラウド

で稼働し患者の基本的情報や意見の交換を閲覧している 

このように地域支援型病院と居宅療養管理事業者(診療所・薬局など)に認定栄養ケア・

ステーションを立ち上げてよりスキルの高い在宅訪問管理栄養士が食と栄養の在宅環境を

整えることにより、栄養障害のある在宅療養者は減少すると見込んでいる。 

現在、この計画は日本栄養士会および都道府県栄養士会や日本在宅栄養管理学会等によ

り診療所等に認定栄養ケア・ステーションのモデルを立ち上げる方向で進んでおり平成 28

年度以降に本事業を開始できるようモデル事業の準備等を進めている。 

 

1)田中弥生: 地域包括ケアシステムにおける栄養管理の重要性,日本静脈経腸栄養学会誌, 

Vol.29 No.5,1143-1149,(2014) 

2）前田佳予子, 手嶋登志子, 中村育子, 田中弥生：ケアマネジメントにおける在宅訪問栄

養食事指導の現状および問題点―栄養ケア・ステーションの今後の展開―, 日本栄養士会

雑誌（栄養日本）, 53, 648-656（2010） 

3)公益社団法人 日本栄養士会ホームページ http://www.dietitian.or.jp 
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 本調査研究により作成された管理栄養士による在宅高齢者への栄養ケア・マネジメント

にもとづく有効な栄養指導方法についてのガイドの活用および事例、地域連携方法等につ

いて、下記の全国 4会場にてセミナーを開催した 

 

 

【北海道ブロック】 

日  時：平成 27 年 3 月 1日（日）10：00～12：00 

場  所：かでる２・７ 北海道立道民活動センタービル 

札幌市中央区北 2条西 7丁目 道民活動センタービル 

 

【東海ブロック】 

日  時：平成 27 年 3 月 7日（土）17:00～19:00 

場  所：ウィルあいち 愛知県女性総合センター  

愛知県名古屋市東区上竪杉町１番地  

 

【関東・東北・信越、関西・中国・四国ブロック】 

日  時：平成 27 年 3 月 22 日（日）10：00～12：00 

場  所：AP 東京八重洲通り 

東京都中央区京橋 1丁目 10 番 7 号 KPP 八重洲ビル 7・11・12・13 階 

 

【九州ブロック】 

日  時：平成 27 年 3 月 28 日（土）13:00～15:30 

場  所：中村学園大学 

福岡県福岡市城南区別府 5-7-1 
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。

日
本

在
宅

栄
養

管
理

学
会

に
所

属
し

、
病

院
・

ク
リ

ニ
ッ

ク
、

栄
養

ケ
ア

ス
テ

ー
シ

ョ
ン

、
老

健

施
設

、
福

祉
施

設
等

に
勤

務
す

る
管

理
栄

養
士

に
対

し
て

ア
ン

ケ
ー

ト
を

作
成

す
る

。

学
会

員
8
0
4
名

に
対

し
、

郵
送

法
に

よ
り

ア
ン

ケ
ー

ト
調

査
を

実
施

。

各
機

関
の

在
宅

高
齢

者
の

摂
食

状
況

、
栄

養
状

態
の

把
握

状
況

を
確

認
す

る
と

と
も

に
、

管
理

栄
養

士
に

よ
る

在
宅

訪
問

栄
養

食
事

指
導

の
実

施
の

有
無

、
実

施
の

場
合

は
そ

の
実

施
方

法
及

び
効

果
と

課
題

、
実

施
し

て
い

な
い

場
合

は
実

施
に

向
け

た
阻

害
要

因
に

つ
い

て
明

ら
か

す
る

。

(調
査

1
)

管
理

栄
養

士
に

よ
る

在
宅

高
齢

者
に

対
す

る
訪

問
栄

養
指

導
実

施
状

況
に

関
す

る
実

態
調

査

(調
査

2
)

訪
問

栄
養

指
導

を
実

施
す

る
管

理
栄

養
士

実
態

調
査

日
本

在
宅

栄
養

管
理

学
会

と
連

携
し

、
す

で
に

管
理

栄
養

士
に

よ
り

実
施

さ
れ

て
い

る
居

宅
療

養
管

理
指

導
事

例
を

収
集

し
、

実
施

体
制

に
よ

り
パ

タ
ー

ン
化

を
行

い
、

事
例

一
覧

を
作

成
す

る
。

事
例

一
覧

よ
り

、
実

施
体

制
パ

タ
ー

ン
別

の
問

題
点

を
抽

出
し

、
現

在
実

施
さ

れ
て

い
る

管
理

栄
養

士
に

よ
る

居
宅

療
養

指
導

の
課

題
を

明
ら

か
に

す
る

。

病
院

・
ク

リ
ニ

ッ
ク

栄
養

ケ
ア

ス
テ

ー
シ

ョ
ン

・
個

人
事

業

老
健

施
設

福
祉

施
設

－95－



(調
査

3
)

管
理

栄
養

士
に

よ
る

訪
問

栄
養

指
導

の
改

善
効

果
の

検
証

平
成

2
3
年

度
か

ら
公

益
社

団
法

人
日

本
栄

養
士

会
と

全
国

在
宅

訪
問

栄
養

食
事

指
導

研
究

会
(訪

栄
研

)に
お

け
る

「
在

宅
訪

問
管

理
栄

養
士

」

の
認

定
試

験
事

例
レ

ポ
ー

ト
を

提
出

し
た

3
6
6
事

例
を

対
象

に
介

入
後

調
査

を
実

施
し

、
訪

問
栄

養
指

導
の

効
果

を
検

証
す

る

ベ
ー

ス
ラ

イ
ン

調
査

介
入

後
半

年
、
1年

後
、
2年

後

(調
査

4
)

在
宅

高
齢

者
の

摂
取

状
況

・
栄

養
状

況
把

握
方

法
と

栄
養

食
事

指
導

方
法

と
地

域
連

携
方

法
の

提
案

(ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

の
作

成
)

公
益

社
団

法
人

日
本

栄
養

士
会

の
会

で
日

本
在

宅
栄

養
管

理
学

会
員

が
関

わ
る

管
理

栄
養

士
が

勤
務

す
る

医
療

機
関

、
栄

養
ケ

ア
・

ス
テ

ー
シ

ョ
ン

、
介

護
老

人
保

健
施

設

な
ど

の
居

宅
療

養
管

理
指

導
の

普
及

を
目

指
す

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

の
作

成
（

完
成

後
皆

様
へ

郵
送

）
、

セ
ミ

ナ
ー

の
開

催

目
的

＝
こ

れ
ま

で
に

挙
が

っ
た

課
題

の
解

決

サ
ー

ビ
ス

提
供

基
盤

の
整

備

○
管

理
栄

養
士

に
よ

る
栄

養
管

理
体

制
を

把
握

し
検

討
を

行
う

こ
と

で
、

在
宅

高
齢

者
の

接
触

状
況

、
栄

養
状

態
の

把
握

方
法

を
確

立
し

、
標

準
化

す
る

こ
と

が
で

き
る

○
複

数
の

施
設

に
お

け
る

調
査

を
実

施
し

、
サ

ブ
グ

ル
ー

プ
解

析
を

実
施

す
る

こ
と

で
、

管
理

栄
養

士
に

よ
る

有
効

な
栄

養
管

理
の

サ
ー

ビ
ス

提
供

方
法

が
示

さ
れ

、
管

理
栄

養
士

に
よ

る
在

宅
高

齢
者

へ
の

栄
養

ケ
ア

・
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
に

基
づ

く
有

効
な

栄
養

指
導

方
法

を
提

案
す

る
こ

と
が

で
き

る

○
本

調
査

結
果

に
基

づ
き

、
在

宅
高

齢
者

の
摂

食
状

況
、

栄
養

状
態

の
把

握
方

法
に

関
す

る
レ

ク
チ

ャ
ー

を
実

施
す

る
こ

と
か

ら
、

今
後

の
管

理
栄

養
士

の
職

域
拡

大
、

育
成

に
寄

与
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

本
事

業
の

目
標

（
期

待
さ

れ
る

効
果

）

モ
デ

ル
事

業
の

媒
体

効
果

○
サ

ー
ビ

ス
提

供
基

盤
の

整
備

に
基

づ
き

、
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
を

作
成

し
、

今
後

日
本

栄
養

士
会

に
よ

り
管

理
栄

養
士

に
向

け
た

セ
ミ

ナ
ー

を
複

数
回

実
施

す
る

。

こ
れ

ま
で

の
調

査
結

果

－96－



管
理

栄
養

士
に

よ
る

在
宅

高
齢

者
に

対
す

る
訪

問
栄

養
指

導
実

施
状

況
に

関
す

る
実

態
調

査

方
法

対
象

者
：

全
国

在
宅

訪
問

栄
養

食
事

指
導

研
究

会
(訪

栄
研
)会

員
の

み
な

さ
ま

8
0
4
名

（
平

成
2
6
年
7
月

時
点

）
に

郵
送

に
て

発
送

調
査

項
目

：

(1
)現

在
の

訪
問

栄
養

食
事

指
導

実
施

の
有

無

(2
)実

施
し

て
い

る
場

合
：
連

携
の

状
況

等

(3
)実

施
し

て
い

な
い

場
合

：
阻

害
要

因
等

回
収

8
0
4
件

送
付

➤
回

収
4
2
6
件

➤
有

効
回

答
数
4
1
9
件

低
栄

養
等

の
栄

養
状

態
に

サ
ポ

ー
ト

が
必

要
な

高
齢

者
に

対
し

て
訪

問
栄

養
食

事
指

導
を

行
っ

て
い

ま
す

か

N
o
.
カ

テ
ゴ

リ
ー

名
ｎ

%
1
実

施
し

て
い

る
1
1
1

2
6
.5

2
実

施
し

て
い

な
い

3
0
7

7
3
.3

無
回

答
1

0
.2

全
体

4
1
9
1
0
0
.0

在
宅

訪
問

栄
養

食
事

指
導

の
サ

ポ
ー

ト
体

制
・

サ
ポ

ー
ト

の
仕

組
み

の
有

無

N
o
.
カ

テ
ゴ

リ
ー

名
ｎ

%
1
チ

ー
ム

に
よ

る
支

援
4
2

3
7
.8

2
職

種
ご

と
の

個
別

の
支

援
6
6

5
9
.5

無
回

答
5

4
.5

非
該

当
3
0
8

全
体

1
1
1
1
0
0
.0

－97－



訪
問

栄
養

食
事

指
導

平
均

件
数

（
施

設
ご

と
の

件
数

）

合
計

1
1
9
2
.5
8

平
均

1
0
.8
4

在
宅

サ
ポ

ー
ト

に
関

係
す

る
職

種
N
o
.

カ
テ

ゴ
リ

ー
名

ｎ
%

1
医

師
7
6

6
8
.5

2
歯

科
医

師
1
8

1
6
.2

3
保

健
師

5
4
.5

4
看

護
師

・
准

看
護

師
7
5

6
7
.6

5
管

理
栄

養
士

・
栄

養
士

1
0
4

9
3
.7

6
薬

剤
師

3
2

2
8
.8

7
臨

床
検

査
技

師
4

3
.6

8
歯

科
衛

生
士

1
5

1
3
.5

9
理

学
療

法
士

4
6

4
1
.4

1
0
作

業
療

法
士

2
2

1
9
.8

1
1
言

語
聴

覚
士

3
3

2
9
.7

1
2
社

会
福

祉
士

・
ソ

ー
シ

ャ
ル

ワ
ー

カ
ー

3
5

3
1
.5

1
3
精

神
保

健
衛

生
士

2
1
.8

1
4
ホ

ー
ム

ヘ
ル

パ
ー

3
2

2
8
.8

1
5
医

療
事

務
2
4

2
1
.6

1
6
介

護
福

祉
士

2
1

1
8
.9

1
7
臨

床
心

理
士

1
0
.9

1
8
そ

の
他

2
0

1
8
.0

無
回

答
1

0
.9

非
該

当
3
0
8

全
体

1
1
1

1
0
0
.0

在
宅

訪
問

栄
養

食
事

指
導

の
連

携
機

関

N
o
.

カ
テ

ゴ
リ

ー
名

ｎ
%

1
市

町
村

1
2

1
0
.8

2
保

健
所

・
保

健
セ

ン
タ

ー
2

1
.8

3
医

療
機

関
7
9

7
1
.2

4
訪

問
看

護
ス

テ
ー

シ
ョ

ン
7
2

6
4
.9

5
地

域
包

括
支

援
セ

ン
タ

ー
3
7

3
3
.3

6
居

宅
介

護
支

援
事

業
所

8
4

7
5
.7

7
そ

の
他

1
8

1
6
.2

無
回

答
1

0
.9

非
該

当
3
0
8

全
体

1
1
1

1
0
0
.0

在
宅

訪
問

栄
養

食
事

指
導

の
利

用
者

情
報

N
o
.
カ

テ
ゴ

リ
ー

名
ｎ

%
1
市

町
村

9
8
.1

2
保

健
所

・
保

健
セ

ン
タ

ー
1

0
.9

3
医

療
機

関
8
2

7
3
.9

4
訪

問
看

護
ス

テ
ー

シ
ョ

ン
6
6

5
9
.5

5
地

域
包

括
支

援
セ

ン
タ

ー
3
4

3
0
.6

6
居

宅
介

護
支

援
事

業
所

8
3

7
4
.8

7
そ

の
他

1
8

1
6
.2

無
回

答
1

0
.9

非
該

当
3
0
8

全
体

1
1
1
1
0
0
.0
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在
宅

訪
問

栄
養

食
事

指
導

の
実

施
に

至
っ

て
い

な
い

理
由

N
o
.

カ
テ

ゴ
リ

ー
名

ｎ
%

1
ど

こ
か

ら
依

頼
を

受
け

て
い

い
か

わ
か

ら
な

い
8
3

2
7
.0

2
在

宅
訪

問
栄

養
食

事
指

導
と

な
る

対
象

者
が

い
な

い
4
7

1
5
.3

3
対

象
者

ご
本

人
、

ご
家

族
が

好
ま

な
い

1
3

4
.2

4
他

職
種

の
対

応
で

十
分

で
あ

る
1
6

5
.2

5
在

宅
訪

問
栄

養
食

事
指

導
が

必
要

と
な

る
基

準
が

わ
か

ら
な

い
3
4

1
1
.1

6
管

理
栄

養
士

の
ス

キ
ル

が
不

足
し

て
い

る
よ

う
に

感
じ

る
4
6

1
5
.0

7
そ

の
他

1
7
7

5
7
.7

無
回

答
2

0
.7

非
該

当
1
1
2

今
後

、
在

宅
訪

問
栄

養
食

事
指

導
の

必
要

性

N
o
.

カ
テ

ゴ
リ

ー
名

ｎ
%

1
必

要
で

あ
る

と
感

じ
る

8
9

2
9
.0

2
必

要
性

は
感

じ
る

が
施

設
の

状
況

に
よ

り
困

難
で

あ
る

1
7
0

5
5
.4

3
現

在
実

施
し

て
い

な
い

が
実

施
に

向
け

て
検

討
中

で
あ

る
3
2

1
0
.4

4
施

設
内

の
連

携
の

み
で

十
分

で
あ

る
と

感
じ

て
い

る
9

2
.9

5
そ

の
他

2
6

8
.5

無
回

答
5

1
.6

非
該

当
1
1
2

全
体

3
0
7

1
0
0
.0

在
宅

訪
問

栄
養

食
事

指
導

が
困

難
で

あ
る

理
由

N
o
.
カ

テ
ゴ

リ
ー

名
ｎ

%
1
施

設
の

管
理

栄
養

士
の

人
数

が
足

り
な

い
9
3

5
4
.7

2
管

理
栄

養
士

の
ス

キ
ル

の
不

足
4
1

2
4
.1

3
施

設
内

の
理

解
を

得
に

く
い

6
9

4
0
.6

4
在

宅
訪

問
栄

養
食

事
指

導
を

実
施

し
て

も
採

算
が

と
れ

な
い

6
5

3
8
.2

5
そ

の
他

3
3

1
9
.4

無
回

答
2

1
.2

非
該

当
2
4
9

全
体

1
7
0
1
0
0
.0

ま
と

め

〇
訪

問
栄

養
食

事
指

導
実

施
率

は
2
6
.5

％
で

あ
り

、
増

加
傾

向
で

あ
る

が
、

そ
の

う
ち

約
6
0
％

が
個

別
の

支
援

（
連

携
な

し
）
と

い
う

状
況

で
あ

っ
た

。

ま
た

、
医

師
か

ら
の

指
示

に
よ

る
サ

ポ
ー

ト
（
医

師
と

の
連

携
）

も
約
7
0
％

と
い

う
結

果
で

あ
っ

た
。

➤
医

師
と

の
連

携
を

推
進

し
、

保
険

請
求

ま
で

繋
げ

る
こ

と
が

今
後

の
課

題
と

し
て

浮
か

び
上

が
っ

た
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ま
と

め

〇
訪

問
栄

養
食

事
指

導
が

困
難

で
あ

る
理

由
で

「
ど

こ
か

ら
依

頼
を

受
け

て
い

い
か

わ
か

ら
な

い
」
が

最
も

多
く
な

っ
て

い
た

。

➤
管

理
栄

養
士

自
身

が
依

頼
ル

ー
ト

を
確

保
し

、
ま

た
保

険
請

求
の

方
法

ま
で

を
提

案
で

き
る

よ
う

な
勉

強
会

、
セ

ミ
ナ

ー
を

継
続

的
に

実
施

し
て

い
く
必

要
性

が
示

さ
れ

た

訪
問

栄
養

指
導

を
実

施
す

る
管

理
栄

養
士

実
態

調
査

方
法

対
象

者
：

平
成
2
3
年

度
か

ら
公

益
社

団
法

人
日

本
栄

養
士

会
と

全
国

在
宅

訪
問

栄
養

食
事

指
導

研
究

会
(訪

栄
研
)に

お
け

る
「
在

宅
訪

問
管

理
栄

養
士

」
の

認
定

試
験

事
例

レ
ポ

ー
ト

を
提

出
し

た
3
6
6
事

例
を

対
象

と
し

た
。

調
査

項
目

：

(1
)施

設
分

類

3
6
6
事

例
を

病
院

、
診

療
所
(有

床
・
無

床
)、

介
護

老
人

保
健

施
設
(老

健
)、

社
会

福
祉

施
設

、
薬

局
、

そ
の

他

(2
)基

本
的

属
性

に
つ

い
て

在
宅

訪
問

管
理

栄
養

士
の

年
齢

、
性

別
、

経
験

年
数

、
事

例
対

象
者

の
疾

患
、

医
師

の
指

示
、

介
護

者
、

実
施

状
況

在
宅

訪
問

を
実

施
す

る
管

理
栄

養
士

所
属

先

図
１

在
宅

訪
問

管
理

栄
養

士
所

属
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施
設

ご
と

の
医

師
か

ら
の

指
示

表
１

施
設
ご
と
の
医
師
か
ら
の
指
示

病
院

診
療

所
合

　
計

病
院

81
.8

%
18

.2
%

10
0.

0%
診

療
所

20
.0

%
80

.0
%

10
0.

0%
老

健
46

.3
%

53
.7

%
10

0.
0%

社
会

福
祉

施
設

44
.9

%
55

.1
%

10
0.

0%
薬

局
11

.1
%

88
.9

%
10

0.
0%

そ
の

他
33

.3
%

66
.7

%
10

0.
0%

施
設

ご
と

の
栄

養
食

事
指

導
経

験
年

数

表
2

施
設

ご
と
の
栄

養
食

事
指

導
経

験
年

数

5年
以

上
10

年
未

満
10

年
以

上
15

年
未

満
15

年
以

上
20

年
未

満
20

年
以

上
25

年
未

満
25

年
以

上
30

年
未

満
30

年
以

上
不

明
（5

年
以

上
）

合
　

計

病
院

18
.2

%
10

.6
%

9.
8%

7.
6%

2.
3%

5.
3%

46
.2

%
10

0.
0%

診
療

所
22

.2
%

15
.6

%
4.

4%
4.

4%
4.

4%
2.

2%
46

.7
%

10
0.

0%
老

健
18

.5
%

18
.5

%
1.

9%
3.

7%
0.

0%
0.

0%
57

.4
%

10
0.

0%
社

会
福

祉
施

設
20

.3
%

10
.1

%
1.

4%
2.

9%
1.

4%
5.

8%
58

.0
%

10
0.

0%
薬

局
55

.6
%

0.
0%

0.
0%

0.
0%

0.
0%

0.
0%

44
.4

%
10

0.
0%

そ
の

他
21

.1
%

10
.5

%
14

.0
%

7.
0%

3.
5%

10
.5

%
33

.3
%

10
0.

0%

事
例

対
象

者
の

性
別

図
2

事
例

対
象

者
の
性

別

事
例

対
象

者
の

年
齢

0.
3%

1.
6% 2.
7%

11
.2
% 29
.2
%

39
.9
%

13
.1
%

0.
8%

1.
1%

3
0
代

4
0
代

5
0
代

6
0
代

7
0
代

8
0
代

9
0
代

1
0
0
歳

以
上

不
明

図
3

事
例

対
象

者
の
年

齢
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事
例

対
象

者
介

護
度

（
図

）

図
4

事
例

対
象

者
の
介

護
度

事
例

対
象

者
の

介
護

度
別

の
疾

患

表
4

事
例

対
象

者
の
介

護
度

別
の
疾

患

要
支

援
介

護
度

1
介

護
度

2
介

護
度

3
介

護
度

4
介

護
度

5
不

明
合

　
計

糖
尿

病
16

19
16

17
11

2
5

86
低

栄
養

5
8

7
10

13
13

0
56

摂
食

・嚥
下

障
害

2
1

4
7

7
17

2
40

腎
機

能
4

4
5

5
2

1
1

22
栄

養
不

良
1

5
4

1
1

7
1

20
高

血
圧

2
5

6
3

2
1

1
20

脳
梗

塞
2

2
2

1
2

4
0

13
そ

の
他

2
2

0
4

0
2

2
12

癌
2

1
3

2
1

2
1

12
透

析
3

1
6

0
2

0
0

12
褥

瘡
0

1
1

3
5

2
0

12
C

O
P
D

1
1

4
3

0
2

0
11

胃
瘻

0
0

0
2

3
5

1
11

認
知

症
1

1
2

1
3

2
0

10
虚

血
性

心
疾

患
1

2
1

1
0

2
0

7
パ

ー
キ

ン
ソ

ン
病

0
1

0
0

2
2

0
5

肝
硬

変
2

1
1

1
0

0
0

5
統

合
失

調
症

0
0

0
0

0
0

4
4

タ
ー

ミ
ナ

ル
期

0
0

1
0

2
0

0
3

心
不

全
0

0
1

1
1

0
0

3
う

つ
0

0
0

1
1

0
0

2

事
例

対
象

者
要

支
援

の
疾

患
内

訳

図
5

要
支

援
の
疾

患
内

訳

事
例

対
象

者
介

護
度
1
の

疾
患

内
訳

図
6

介
護

度
1の

疾
患

内
訳

－102－



事
例

対
象

者
介

護
度
2
の

疾
患

内
訳

図
7

介
護
度

2の
疾

患
内

訳

事
例

対
象

者
介

護
度
3
の

疾
患

内
訳

図
8

介
護

度
3の

疾
患

内
訳

事
例

対
象

者
介

護
度
4
の

疾
患

内
訳

図
9

介
護
度

4の
疾

患
内

訳

事
例

対
象

者
介

護
度
5
の

疾
患

内
訳

図
10

介
護

度
5の

疾
患

内
訳
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主
治

医
の

指
示

事
項

（
図

）

図
11

 主
治

医
の
指

示
事

項

主
治

医
の

指
示

事
項

そ
の

他
の

内
訳

K
・
P
の

食
事

内
容

の
チ

ェ
ッ

ク
脂

肪
制

限
と

減
塩

ア
ル

コ
ー

ル
性

肝
障

害
食

事
の

バ
ラ

ン
ス

エ
ネ

ル
ギ

ー
・
た

ん
ぱ

く
管

理
食

事
摂

取
エ

ネ
ル

ギ
ー

確
保

食
事

摂
取

の
安

定
、

脱
水

・
低

血
糖

症
状

を
起

こ
さ

な
い

た
ん

ぱ
く
・
水

分
制

限
食

事
摂

取
量

ア
ッ

プ
た

ん
ぱ

く
質

コ
ン

ト
ロ

ー
ル

食
事

量
維

持
胃

ろ
う

心
臓

食
胃

切
精

神
面

の
み

栄
養

バ
ラ

ン
ス

、
水

分
摂

取
摂

取
栄

養
管

理
栄

養
管

理
短

腸
症

候
群

栄
養

状
態

改
善

胆
管

栄
養

補
給

腸
閉

塞
肝

性
脳

症
の

予
防

調
理

を
し

た
こ

と
の

な
い

夫
に

調
理

指
導

肝
臓

、
血

糖
コ

ン
ト

ロ
ー

ル
適

切
な

栄
養

摂
取

経
口

摂
取

適
切

な
栄

養
量

の
確

保
経

腸
栄

養
の

管
理

糖
尿

病
食

血
液

透
析

回
避

の
た

め
の

食
事

管
理

便
秘

の
食

事
療

法
血

中
ア

ン
モ

ニ
ア

値
本

人
の

嗜
好

を
叶

え
る

血
糖

・
減

塩
療

法
慢

性
腎

炎
の

食
事

療
法

誤
嚥

性
肺

炎
流

動
食

高
K
食

を
低

K
食

へ
膵

臓
術

後
食

指
示

な
し

※
各

1例
ず

つ

表
6

そ
の
他

の
内

容
内

訳

主
治

医
の

指
示

事
項

各
指

示
事

項
の

詳
細
1

図
13

 経
口
移
行
詳
細

図
12

 K
制
限
詳
細

主
治

医
の

指
示

事
項

各
指

示
項

目
の

詳
細
2

図
14

血
糖

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
詳

細
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主
治

医
の

指
示

事
項

各
指

示
項

目
の

詳
細
3

図
15

減
塩
詳
細

主
治

医
の

指
示

事
項

各
指

示
項

目
の

詳
細
4

図
16

誤
嚥

予
防

詳
細

図
17

低
栄

養
詳

細

主
治

医
の

指
示

事
項

各
指

示
項

目
の

詳
細
5

図
18

体
重
管
理
詳
細

主
治

医
の

指
示

事
項

各
指

示
項

目
の

詳
細
6

図
19

慢
性

腎
不

全
詳

細
図

20
嚥

下
詳

細
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施
設

ご
と

認
知

症
の

有
無

表
8

施
設
ご
と
の
認
知
症

の
有
無

無
し

有
り

合
　

計
病

院
7
8
.6

%
2
1
.4

%
1
0
0
.0

%
診

療
所

8
2
.2

%
1
7
.8

%
1
0
0
.0

%
老

健
7
5
.9

%
2
4
.1

%
1
0
0
.0

%
社

会
福

祉
施

設
7
1
.0

%
2
9
.0

%
1
0
0
.0

%
薬

局
8
8
.9

%
1
1
.1

%
1
0
0
.0

%
そ

の
他

8
4
.2

%
1
5
.8

%
1
0
0
.0

%

介
護

者
分

類
（
病

院
）

図
2
8

病
院
に
お
け
る
介
護
者
分
類

介
護

者
分

類
（
診

療
所

）

図
29

診
療
所
に
お
け
る
介
護
者
分
類

介
護

者
分

類
（
老

健
）

図
30

老
健
に
お
け
る
介
護
者
分
類
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介
護

者
分

類
（
社

会
福

祉
施

設
）

図
31

社
会
福
祉
施
設
に
お
け
る
介
護
者
分
類

介
護

者
分

類
（
薬

局
）

図
32

薬
局
に
お
け
る
介
護
者
分
類

介
護

者
分

類
（
そ

の
他

）

図
33

そ
の
他
に
お
け
る
介
護
者
分
類

訪
問

栄
養

指
導

に
お

け
る

調
理

技
術

の
有

無

図
34

調
理

の
有

無
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訪
問

対
象

者
の

実
態
1

図
35

訪
問

対
象

者
の
実

態
（
診

療
報

酬
・
介

護
保

険
・
そ
の
他

）

訪
問

対
象

者
の

実
態
2

項
目

診
療

報
酬

59
.9

±
9.

6

介
護

保
険

81
.3

±
7.

6
請

求
な

し
65

.8
±

17
.3

平
均

年
齢

表
9

各
利

用
者

別
の
平

均
年

齢

癌
患

者
に

つ
い

て

図
36

平
成

24
・
25

年
度
の
事
例
に
お
け
る
癌
患
者
の
有
無

癌
患

者
の

癌
発

生
部

位

表
10

癌
患

者
の
癌

発
生

部
位

部
位

部
位

耳
下

腺
腫

瘍
1

（
1
.6

）
膵

癌
1

（
1
.6

）
左

頸
部

軟
部

悪
性

腫
瘍

1
（
1
.6

）
膵

臓
癌

1
（
1
.6

）
悪

性
リ

ン
パ

腫
4

（
6
.6

）
膵

体
尾

部
癌

1
（
1
.6

）
甲

状
腺

癌
1

（
1
.6

）
膵

頭
部

癌
1

（
1
.6

）
甲

状
腺

腫
1

（
1
.6

）
胆

管
癌

1
（
1
.6

）
食

道
癌

1
（
1
.6

）
大

腸
癌

6
（
9
.8

）
肺

癌
4

（
6
.6

）
S

状
結

腸
癌

、
多

発
性

肝
細

胞
癌

1
（
1
.6

）
肺

癌
、

胃
癌

1
（
1
.6

）
上

行
結

腸
癌

1
（
1
.6

）
乳

癌
4

（
6
.6

）
上

行
結

腸
癌

、
肺

癌
1

（
1
.6

）
乳

癌
、

肺
癌

1
（
1
.6

）
膀

胱
癌

4
（
6
.6

）
左

腎
癌

1
（
1
.6

）
卵

巣
癌

1
（
1
.6

）
胃

癌
8

（
1
3
.1

）
子

宮
癌

1
（
1
.6

）
胃

静
脈

癌
1

（
1
.6

）
子

宮
頚

部
上

皮
肉

腫
瘍

1
（
1
.6

）
胃

平
滑

筋
肉

腫
1

（
1
.6

）
子

宮
体

癌
1

（
1
.6

）
肝

腫
瘍

1
（
1
.6

）
前

立
腺

癌
5

（
8
.2

）
肝

臓
癌

1
（
1
.6

）
末

期
癌

1
（
1
.6

）
肝

臓
癌

、
胃

癌
1

（
1
.6

）

値
値

n
=6
1

値
は

人
数

（
パ

ー
セ

ン
ト
）
を

示
す
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ま
と

め

〇
事

例
対

象
者

の
疾

患
内

訳
は

糖
尿

病
が

最
も

多
く
な

っ
て

い
た

。
し

か
し

、
介

護
度

別
の

疾
患

内
訳

は
異

な
り

、
介

護
度

１
で

は
糖

尿
病

が
最

も
多

い
が

、
介

護
度

５
に

な
る

と
低

栄
養

、
摂

食
嚥

下
障

害
が

最
も

多
く
な

っ
た

➤
介

護
度

別
に

訪
問

栄
養

食
事

指
導

の
サ

ポ
ー

ト
内

容
は

異
な

り
、

予
防

介
護

も
含

め
、

そ
れ

ぞ
れ

の
課

題
に

対
す

る
理

解
と

知
識

の
向

上
が

急
務

で
あ

る

ま
と

め

〇
介

護
者

分
類

で
は

、
す

べ
て

の
施

設
で

配
偶

者
、

嫁
、

息
子

、
娘

と
い

っ
た

家
族

が
お

も
で

あ
っ

た

➤
現

状
で

は
、

家
族

が
い

る
高

齢
者

へ
の

訪
問

栄
養

食
事

指
導

が
主

で
あ

り
、

将
来

的
に

独
居

の
高

齢
者

が
増

加
し

た
と

き

、
ど

の
よ

う
に

サ
ポ

ー
ト

す
る

か
が

課
題

と
し

て
浮

か
び

上
が

っ
た
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平
成
2
6
年
度
厚
生
労
働
省

老
人
保
健
事
業
推
進
費
等
補
助
金

老
人
保
健
健
康
増
進
等
事
業

管
理

栄
養

士
に
よ
る
在

宅
高

齢
者

の
栄

養
管

理
の
あ
り
方
に
関
す
る
調
査
研
究
事
業

地
域
に
お
け
る
訪
問

栄
養
食
事
指
導
ガ
イ
ド

管
理

栄
養

士
に
よ
る

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ワ
ー
ク

こ
れ
か
ら
ま
す
ま
す
必
要
に
な
る

地
域
で
活
動
す
る
管
理
栄
養
士

•
「
フ
レ
イ
ル

」

•
「
地

域
包

括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
」

・
介

護
保

険
法

改
正

で
「
新

し
い
総

合
事

業
」
の

展
開

＝
求

め
ら
れ

る
予
防
重
視
の
対
応
策

→
地

域
で
活
動
す
る
管
理
栄
養
士
の
出
番

↑
し
か
し
、
圧
倒
的
に
不
足
し
て
い
る
人
材

◯
解

決
策

の
１
つ
と
し
て
の

栄
養

ケ
ア
・
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

極
端
に
少
な
い
「
管
理
栄
養
士
に
よ
る
居

宅
療
養
管
理
指
導
」
の
算
定

（
グ
ラ
フ
縦
軸
の
桁
が
違
う
こ
と
に
注
意
！
）

主
要
目
次

•
概
論

①
栄

養
状

態
の

低
下

と
要

介
護

状
態

②
管

理
栄

養
士

に
よ
る
訪

問
栄

養
食

事
指

導
の

評
価

③
地

域
で
活

動
す
る
管

理
栄

養
士

の
い
る
場

所

④
地

域
活

動
拠

点
と
し
て
期

待
さ
れ

る
栄

養
ケ
ア
・
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

•
地
域
で
の
活
動
に
必
要
な
基
礎
的
事
項

①
拠

点
の

設
定

、
②

管
理

栄
養

士
の

所
属

、
③

具
体

的
な
方

法
、
④

関
係

職
種

と
の

連
携
…
…

•
事
例

「
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
と
か

か
り
つ
け
医

に
働

き
か

け
、
訪

問
栄

養
食

事
指

導
を
行

っ
た
ケ
ー
ス
」

「
療

養
者

の
生

活
状

況
を
勘

案
し
、
介

護
サ

ー
ビ
ス
等

の
追

加
を
提

案
し
た
ケ
ー
ス
」
な
ど

1
3
事

例
を
掲

載

－113－



管
理
栄
養
士
の
訪
問
サ
ー
ビ
ス

ご
存
知
で
す
か
？

栄
養
管
理
、
低
栄
養
の
改
善
に

管
理
栄
養
士
に
よ
る
在
宅
高
齢
者
の
栄
養
管
理
の
あ
り
方
に
関
す
る
調
査
研
究
事
業

地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム

構
築
の
一
助
と
し
て

管
理
栄
養
士
の
活
用
を

お
願
い
し
ま
す

フ
レ
イ
ル
へ
の
介
入
や

訪
問
栄
養
食
事
指
導
等
を
通
じ
て

地
域
の
高
齢
者
の

健
康
づ
く
り
に

貢
献
し
ま
す

　
と
も
に
、
利
用
者
あ
る
い
は
患
者
宅
に
訪
問
し
て
、
食
事
や
栄
養
管
理
の
方
法
を
具
体
的
に
指
導
し
ま
す
。

サ
ー
ビ
ス
提
供
に
は
、
医
師
に
よ
る
指
示
や
「
特
別
食
」
の
提
供
が
必
要
と
の
判
断
等
が
必
要
で
す
。
介
護

保
険
の
認
定
を
受
け
て
い
る
場
合
、
介
護
保
険
と
医
療
保
険
に
は
給
付
調
整
が
あ
り
、
注
意
が
必
要
で
す
。

皆
様
の
身
近
に
こ
れ
ら
訪
問
栄
養
食
事
指
導
を
実
施
す
る
管
理
栄
養
士
が
い
な
い
場
合
、
都
道
府
県
栄
養
士

会
等
が
設
立
し
て
い
る
「
栄
養
ケ
ア
・
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
」 （
あ
る
い
は
、
都
道
府
県
栄
養
士
会
）
に
ご
照
会

く
だ
さ
い
。 

提
供
す
る
代
表
的
な
サ
ー
ビ
ス

介
護
保
険

（
自
己
負
担
は
１
割
＊
）

（
管
理
栄
養
士
が
行
う
）

居
宅
療
養
管
理
指
導

＊
平
成
27
年
8
月
か
ら
、
所
得
の
高
い
方
の
自
己
負
担
は

　
2
割
に
な
り
ま
す

医
療
保
険

（
自
己
負
担
は
3割
＊
）

在
宅
患
者
訪
問
栄
養
食
事
指
導

＊
保
険
の
種
類
に
よ
っ
て
自
己
負
担
の
割
合
は
変
わ
り
ま
す

16
0k
ca
l

同
一
建
物
居
住
者
以
外
の
場
合
　
53
3
単
位

同
一
建
物
居
住
者
の
場
合
　
　
　
45
2
単
位

同
一
建
物
居
住
者
以
外
の
場
合
　
53
0
点

同
一
建
物
居
住
者
の
場
合
　
　
　
45
0
点

お
問
い
合
わ
せ
は

平
成
26
年
度
老
人
保
健
事
業
推
進
費
等
補
助
金
　
老
人
保
健
健
康
増
進
等
事
業

平
成
27
年
3
月
作
成

東
京
都
港
区
新
橋
5-
13
-5
新
橋
M
CV
ビ
ル
6
階

電
話
 0
3-
54
25
-6
55
5　
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ht
tp
://
w
w
w
.d
ie
tit
ia
n.
or
.jp

制
作
協
力
：
日
本
在
宅
栄
養
管
理
学
会

私
た
ち
管
理
栄
養
士
に
お
任
せ
く
だ
さ
い
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フ
リ
ー
ラ
ン
ス
／
そ
の
他
勤
務

介
護
保
険
事
業
者
の
皆
さ
ん
、
医
療
関
係
者
の
皆
さ
ん
、
地
域
行
政
関
係
者
の
皆
さ
ん
、

私
た
ち
管
理
栄
養
士
が
、
皆
さ
ん
と
協
働
し
て
、
地
域
で
の
栄
養
ケ
ア
活
動
に
貢
献
し
ま
す

介
護
保
険
や
健
康
保
険
を
使
っ
て
、
利
用
者
・
患
者
さ
ん
に
必
要
な
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
ま
す

栄
養
ケ
ア
・
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
勤
務

栄
養
・
ケ
ア
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
と
は
、（
公
社
）日
本
栄
養
士
会
・
都
道
府
県
栄
養
士
会
等
が
開
設
す
る
、管
理
栄
養
士
が
地
域
住
民
の
皆
様
へ
栄
養
ケ
ア
を
提
供
す
る
サ
ー
ビ
ス
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
で
す
。場
所
な
ど
が
わ
か
ら
な
い
場
合
は
、都
道
府
県
の
栄
養
士
会
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
管
理
栄
養
士
を
職
員
と
し
て
雇
用
し
て
い
る
場
合
は
、
そ
の
職
員
が
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
ま
す
が
、

い
な
い
場
合
で
も
、
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
そ
の
他
の
管
理
栄
養
士
と
個
別
に
契
約
を
結
ん
で
サ
ー
ビ
ス
を

提
供
す
る
方
法
や
、
栄
養
ケ
ア
・
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
＊
に
ご
相
談
い
た
だ
き
、
派
遣
の
手
続
き
を
含
め
て

地
域
活
動
の
で
き
る
管
理
栄
養
士
を
紹
介
す
る
方
法
等
も
あ
り
ま
す
。

か
か
り
つ
け
病
院
・

医
療
機
関

主
治
医 報
告

指
示

診
療

（
訪
問
ま
た
は
外
来
）
療
養
者

居
宅
介
護
支
援
事
業
所

ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー

病
院
・
医
療
機
関

管
理
栄
養
士

請
求

支
払
い

審
査
・

支
払
い
機
関

訪
問
栄
養

食
事
指
導
等

介
護
支
援

ケ
ア
プ
ラ
ン

連
携
・
調
整

地
域
の
居
宅
療
養
管
理
指
導
事
業
所
と
し
て
訪
問
す
る
場
合

か
か
り
つ
け
病
院
・

医
療
機
関

主
治
医 報
告

指
示

訪
問
診
療

療
養
者

居
宅
介
護
支
援
事
業
所

（
居
宅
療
養
管
理
指
導
事
業
所
）

ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー

管
理
栄
養
士

請
求

支
払
い

審
査
・

支
払
い
機
関

訪
問
栄
養

食
事
指
導
等

介
護
支
援

ケ
ア
プ
ラ
ン

医
療
機
関
内
の
在
宅
医
療
チ
ー
ム
と
し
て
訪
問
す
る
場
合

か
か
り
つ
け
病
院
・

医
療
機
関

主
治
医

報
告

指
示

訪
問
診
療

療
養
者

居
宅
介
護
支
援
事
業
所

ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー

審
査
・

支
払
い
機
関

訪
問
栄
養
食
事
指
導
等

ケ
ア
プ
ラ
ン

栄
養
ケ
ア
・
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
管
理
栄
養
士
が
訪
問
す
る
場
合

収
入

契
約

介 護 支 援
管
理
栄
養
士

栄
養
ケ
ア
・
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

な
ど

報
酬

請 求
支 払 い

（
居
宅
療
養
管
理
指
導
事
業
所
）

（
居
宅
療
養
管
理
指
導
事
業
所
）

病
院
・
ク
リ
ニ
ッ
ク
勤
務

私
た
ち
管
理
栄
養
士
が

さ
ま
ざ
ま
な
拠
点
か
ら

地
域
の
栄
養
ケ
ア
に

出
向
き
ま
す
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管
理
栄
養
士
の
訪
問
サ
ー
ビ
ス

ご
存
知
で
す
か
？

食
事
や
栄
養
の
こ
と
へ
の
不
安
、

栄
養
状
態
の
改
善
サ
ー
ビ
ス
を

管
理
栄
養
士
が
行
い
ま
す

い
つ
ま
で
も
元
気
で
暮
ら
す
た
め
に

保
険
が
使
え
る
管
理
栄
養
士
の
サ
ー
ビ
ス
を

活
用
し
ま
し
ょ
う

「
最
近
、
食
欲
が
な
く
な
っ
た
」

「
最
近
、
急
に
や
せ
た
」

「
噛
む
こ
と
や
飲
み
込
む
こ
と
に

問
題
を
感
じ
る
」 

放
っ
て
お
く
と
、

介
護
や
入
院
が
必
要
な

状
態
に
な
る
か
も

し
れ
ま
せ
ん

平
成
26
年
度
老
人
保
健
事
業
推
進
費
等
補
助
金
　
老
人
保
健
健
康
増
進
等
事
業

管
理
栄
養
士
に
よ
る
在
宅
高
齢
者
の
栄
養
管
理
の
あ
り
方
に
関
す
る
調
査
研
究
事
業

　
と
も
に
、
あ
な
た
の
ご
自
宅
に
お
邪
魔
し
て
、
食
事
や
栄
養
管
理
、
料
理
の
工
夫
な
ど
の
方
法
を
具
体
的

に
お
伝
え
す
る
サ
ー
ビ
ス
で
す
。
お
医
者
さ
ん
が
「
病
気
や
身
体
の
状
態
に
応
じ
た
食
事
が
必
要
」
と
判
断

す
る
こ
と
や
、
介
護
保
険
、
医
療
保
険
の
い
ず
れ
を
使
う
か
な
ど
、
細
か
い
ル
ー
ル
が
あ
り
ま
す
の
で
、
ま

ず
は
、
管
理
栄
養
士
の
い
る
、
お
近
く
の
病
院
や
診
療
所
、
栄
養
ケ
ア
・
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
、
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー

が
い
る
ケ
ア
プ
ラ
ン
セ
ン
タ
ー
な
ど
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。 
 

提
供
す
る
代
表
的
な
サ
ー
ビ
ス

介
護
保
険

（
自
己
負
担
は
１
割
＊
）

（
管
理
栄
養
士
が
行
う
）

居
宅
療
養
管
理
指
導

＊
平
成
27
年
8
月
か
ら
、
所
得
の
高
い
方
の
自
己
負
担
は

　
2
割
に
な
り
ま
す

医
療
保
険

（
自
己
負
担
は
3割
＊
）

在
宅
患
者
訪
問
栄
養
食
事
指
導

＊
保
険
の
種
類
に
よ
っ
て
自
己
負
担
の
割
合
は
変
わ
り
ま
す

（
１
回
の
サ
ー
ビ
ス
で
約
53
0
円
）

（
１
回
の
サ
ー
ビ
ス
で
約
1,
59
0
円
）

お
問
い
合
わ
せ
は

平
成
27
年
3
月
作
成

東
京
都
港
区
新
橋
5-
13
-5
新
橋
M
CV
ビ
ル
6
階

電
話
 0
3-
54
25
-6
55
5　
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ht
tp
://
w
w
w
.d
ie
tit
ia
n.
or
.jp

制
作
協
力
：
日
本
在
宅
栄
養
管
理
学
会
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0k
ca
l

管
理
栄
養
士

管
理
栄
養
士
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高
齢
者
や
ご
家
族
の
皆
さ
ん
、

食
事
や
栄
養
の
こ
と
で
お
困
り
の
と
き
は
、私
た
ち
管
理
栄
養
士
に
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い

介
護
保
険
や
健
康
保
険
を
使
っ
て
、
あ
な
た
に
必
要
な
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
ま
す

最
近
急
に
や
せ
た

元
気
や
意
欲
が
な
く
な
っ
た

食
欲
が
出
な
い

噛
む
こ
と
や
飲
み
込
む
こ
と
に

問
題
が
あ
る

管
理
栄
養
士
に
相
談
し
た
い

こ
と
が
あ
る

私
た
ち
へ
の
連
絡
は
、

お
近
く
の

病
院
や
診
療
所

あ
る
い
は

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
さ
ん
を

と
お
し
て
、私
た
ち
に

ご
連
絡
く
だ
さ
い

栄
養
ケ
ア
・
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
＊
2

＊
2

＊
1

＊
1
内
容
に
よ
っ
て
は
一
部
、
保
険
が
使
え
な
い
サ
ー
ビ
ス
が
あ
り
ま
す
。
サ
ー
ビ
ス
開
始
前
に
ご
説
明
申
し
上
げ
ま
す

管
理
栄
養
士

か
か
り
つ
け
医
に
相
談
す
る

ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
に
相
談
す
る

訪
問
サ
ー
ビ
ス
を

希
望
す
る
場
合
に
は
、

ま
ず
、

私
た
ち

管
理
栄
養
士
が

い
ま
す
の
で
、

お
気
軽
に
ご
相
談

く
だ
さ
い

も
し
も
上
記
で
「
対
応
で

き
な
い
」「
わ
か
ら
な
い
」

と
言
わ
れ
た
場
合
に
は
、

地
域
の
栄
養
ケ
ア
・
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
（
ま
た
は
都
道
府

県
の
栄
養
士
会
）
に
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

居
宅
介
護
支
援
事
業
所

（
ケ
ア
プ
ラ
ン
セ
ン
タ
ー
）

　
　
　
栄
養
・
ケ
ア
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
と
は
、（
公
社
）
日
本
栄
養
士
会
・
都
道
府
県
栄
養
士
会
等
が
開
設
す
る
、
管
理
栄
養
士
が
地
域
住
民
の
皆
様
へ

栄
養
ケ
ア
を
提
供
す
る
サ
ー
ビ
ス
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
で
す
。
場
所
な
ど
が
わ
か
ら
な
い
場
合
は
、
都
道
府
県
の
栄
養
士
会
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
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在宅高齢者への訪問栄養指導への取り組みに関する調査 

貴施設における訪問栄養指導への取組状況についてお伺いします。 

問 1 貴施設では、低栄養等の栄養状態にサポートが必要な高齢者に対して

   訪問栄養指導を行っていますか？ 

1 実施している→（1）～（6）へ 

2 実施していない→（7）へ 

1 チームによる支援 

2 職種ごとの個別の支援 

（3）貴施設において在宅サポートに関係する職種当てはまるものすべてに○ 

 をしてください。 

 1  医師                    2  歯科医師 

 3  保健師                  4  看護師・准看護師 

 5  栄養士・管理栄養士      6  薬剤師 

 7  臨床検査技師            8  歯科衛生士 

 9  理学療法士              10 作業療法士 

11 言語聴覚士             12 社会福祉士・ソーシャルワーカー 

13 精神保健衛生士          14 ホームヘルパー 

15 医療事務                16 介護福祉士 

17 臨床心理士 18 その他（ ）

問 1 で「実施している」と回答した方のみお答えください（1）～（6） 

（1）施設としての利用者へ在宅訪問栄養指導のサポート体制・サポートの

 仕組みはありますか？ 

（2）施設ごとの 1 か月の訪問栄養指導件数について教えてください。 

           件/月 
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（5）在宅訪問栄養指導実施の際、連携を取っている機関はありますか？ 

 1 市町村         2  保健所・保健センター 

 3 医療機関           4  訪問看護ステーション 

 5 地域包括支援センター  6  居宅介護支援事業所 

 7 その他（               ） 

（6）在宅訪問栄養指導実施の際、利用者についての情報はどこから得て  

 いますか？ 

 1 市町村         2  保健所・保健センター 

 3 医療機関           4  訪問看護ステーション 

 5 地域包括支援センター  6  居宅介護支援事業所 

 7 その他（               ） 

（4）訪問栄養指導対象者の依頼ルートについてご記入ください 

1 自施設からの退院時にそのまま在宅訪問栄養指導へと移行 

2 他の病院・診療所からの依頼 

3 地域包括支援センターからの依頼 

4 訪問看護ステーションからの依頼 

5 ケアマネージャーからの依頼 

問 1 で「実施していない」と回答した方のみお答えください（7）～（8） 

（7）在宅訪問栄養指導の実施に至っていない理由について教えてください。

1 どこから依頼を受けていいかわからない 

2 在宅訪問栄養指導となる対象者がいない 

3 対象者ご本人、ご家族が好まない 

4 他職種の対応で十分である 

5 在宅栄養訪問指導が必要となる基準がわからない 

6 管理栄養士のスキルが不足しているように感じる 

7 その他（                       ）
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問 2 は皆様お答えください 

問 2 今後管理栄養士による在宅訪問栄養指導のために必要だと感じてい

る    

例：施設における管理栄養士配置数を増やす、居宅療養指導実施施設との連携 等 

1 必要であると感じる 

2 必要性は感じるが施設の状況により困難である 

 ※その理由は下記のいずれに当てはまりますか？ 

 

 

 

 

 

 

 

3 現在実施していないが実施に向けて検討中である 

4 施設内の連携のみで十分であると感じている 

5 その他（                       ） 

（８）貴施設において今後訪問栄養指導実施の必要性を感じますか？ 

1 施設の管理栄養士の人数が足りない 

2 管理栄養士のスキルの不足 

3 施設内の理解を得にくい 

4 在宅訪問栄養指導を実施しても採算がとれない 

5 その他

お忙しい中、ご回答誠にありがとうございました。 

平成 26 年度厚生労働省老人保健健康増進等事業 

管理栄養士による在宅高齢者の栄養管理のあり方に関する調査研究委員会 
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回答締切：2 月 10 日（木） 

平成 26 年度老人保健健康増進等事業（老人保健事業推進費等補助金） 

管理栄養士による在宅高齢者の栄養管理のあり方に関する調査研究事業 

「在宅訪問管理栄養士」取り組み事例に関するアンケート 

 

氏名： 

受験番号： 

 

該当項目に☑および質問事項にご記入ください。 

 

1. 日本在宅栄養管理学会におけるあなたの会員区分 

□①正会員   □②準会員 

 

2. あなたの年齢 

□①20 代、 □②30 代、 □③40 代、 □④50 代、 □⑤60 代、 □⑥70 代、 □⑦80 代以上 

 

3. 取り組み事例に対して診療報酬及び介護報酬を請求しましたか？ 

□①請求した          

⇒請求方法 

□介護保険で請求した。 

□診療報酬で請求した。 

 

□②請求しなかった 

⇒請求しなかった（できなかった）、その理由はなぜですか？ 

    □①認定試験のための事例であったため。 

    □②診療報酬及び介護報酬を請求できる機関と連携できなかったため。 

    □③請求方法が不明である。 

    □④その他（                         ） 

 

4. 取り組み事例に対して継続して在宅訪問栄養食事指導を行いましたか？ 

□①はい 

□②いいえ 

 

⇒はいと答えた方 

１）継続回数を記入してください（      回終了，     回継続中   ） 

２）継続した（している）理由を記入してください 

□①ご本人またはご家族からの要望があった 

□②連携機関からの要望があった 

□③その他（                       ）  ⇒いいえと答えた方 
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１）継続しなかった（できなかった）理由を記入してください 

 □①認定試験のための事例であったため 

 □②どのように継続すればいいかわからない 

 □③在宅栄養訪問指導が必要となる基準がわからない 

 □④継続して在宅訪問栄養食事指導を実施するためのスキルが足りないと感じる 

 □⑤その他（                       ） 

 

5. 取り組み事例以外に在宅訪問栄養食事指導を行いましたか？ 

□①実施している（  件）←施設ごとではなくご自身で実施した件数について教えてください □②

過去に実施していたが今は実施していない  

□③実施していない 

 

6. 取組事例の依頼ルート（依頼先）についてご記入ください。 

   １）退院時 

□①医師     □②管理栄養士   □③ケアマネジャー・相談員   □④看護師 

□⑤PT・OT・ST □⑥その他（                         ） 

２）在宅 

□①医師     □②管理栄養士   □③ケアマネジャー・相談員   □④看護師 

□⑤PT・OT・ST □⑥その他（                         ） 

３）連携施設 

□①医師     □②管理栄養士   □③ケアマネジャー・相談員   □④看護師 

□⑤PT・OT・ST □⑥その他（                         ） 

 

7. 事例対象者の主たる疾患について、該当するもの１つを選択してください。 

□①内分泌、栄養および代謝疾患  □②循環器系の疾患       □③尿路性器系の疾患 

□④呼吸器系の疾患        □⑤精神及び行動の障害     □⑥神経の疾患 

□⑦新生物            □⑧消化器系の疾患       □⑨低栄養 

□⑩皮膚および皮下組織の疾患   □⑪筋骨格系および結合組織の疾患 

□⑫症状、徴候および異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの 

□⑬血液および造血器の疾患ならびに免疫機構の障害 

□⑭損傷、中毒およびその他の外因の影響 

 

8. 医師の主たる指示事項について、該当するもの１つを選択してください。 

□①COPD       □②カリウム制限  □③栄養量指示  □④経口移行 

□⑤血糖コントロール □⑥減塩      □⑦誤嚥予防   □⑧食欲低下 

□⑨腎臓病      □⑩体重管理    □⑪脱水予防   □⑫低栄養 

□⑬糖尿病性腎症   □⑭透析      □⑮慢性腎不全 

□⑯嚥下       □⑰褥瘡      □⑱その他（               ） 
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9. ご本人や家族の抱えている栄養・食事に関する問題はどのようなものでしたか？ 

（複数回答可） 

□①治療食について    □②食欲低下   □③水分摂取について   □④食欲低下 

□⑤嚥下・誤嚥について  □⑥その他（               ） 

 

10. 在宅訪問栄養食事指導を実施して、どのような効果がありましたか？該当するもの１つを選

択してください。 

□①好転した □②悪化の進行が止まった □③現状の維持ができた □④悪化した 

 

11.在宅訪問栄養食事指導を実施して、改善した内容についてお答えください。（複数回答可） 

□①食事量が増えた      □②食欲増進          □③目標体重に近づいた 

□④カリウム制限の方法を習得 □⑤たんぱく制限食が実行できた □⑥食事の質と量の改善 

□⑦食べやすい（噛みやすい、飲み込みやすい）食形態の調整や食べ方の習得 

□⑧血糖コントロールができた  □⑨減塩方法の習得      □⑩脱水の改善 

□⑪浮腫の軽減・消失      □⑫低栄養の改善       □⑬褥瘡の改善・治癒 

□⑭その他（                                  ） 

 

12.在宅訪問栄養食事指導を行った結果、長期目標および短期目標の達成度を 5 段階で評価して

ください。 

長期目標：□①達成  □②やや達成  □③維持  □④やや未達成  □⑤未達成 

短期目標：□①達成  □②やや達成  □③維持  □④やや未達成  □⑤未達成 

 

13.家族以外にどのような職種と連携しましたか？（複数回答） 

□①医師         □②歯科医師    □③保健師     □④看護師・准看護師 

□⑤管理栄養士・栄養士  □⑥薬剤師     □⑦臨床検査技師  □⑧歯科衛生士 

□⑨理学療法士      □⑩作業療法士   □⑪言語聴覚士    

□⑫社会福祉士・ソーシャルワーカー      □⑬精神保健衛生士 

□⑭ホームヘルパー    □⑮医療事務    □⑯介護福祉士   □⑰臨床心理士 

□⑱その他（               ） 

 

14.連携した機関をお答えください。（複数回答） 

□①医療機関             □②介護福祉施設    □③居宅支援事業所 

□④訪問看護 ST（Ns．ST，PT，OT）   □⑤市町村       □⑥保健所・保健センター 

□⑦地域包括支援センター       □⑧通所リハビリ    □⑨デイサービス 

□⑩配食サービス           □⑪ヘルパー事業所    

□⑫有料老人ホーム，グループホーム，高齢者住宅  □⑬その他（         ） 
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15.在宅訪問栄養食事指導の受け入れの状況はいかがでしたか？ 

療養者および家族 

初   回： □①非常に良い  □②良い  □③ふつう  □④やや悪い  □⑤悪い 

２回目以降： □①非常に良い  □②良い  □③ふつう  □④やや悪い  □⑤悪い 

連携職種 

初   回： □①非常に良い  □②良い  □③ふつう  □④やや悪い  □⑤悪い 

２回目以降： □①非常に良い  □②良い  □③ふつう  □④やや悪い  □⑤悪い 

 

 

 

お忙しい中、ご回答誠にありがとうございました。 
平成 26 年度厚生労働省老人保健健康増進等事業 

管理栄養士による在宅高齢者の栄養管理のあり方に関する調査研究委員会 
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